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四
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九
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宍
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(
酒
量
揖
煎
百
九
措
回
抽
)

昭
和
十
四
月
十
ご
月
夜
行

議

叢

近

世

中

期

の

経

済

思

想

本

庄

楽a

治

良日

概

iiHl¥ 

十
放
に
中
期
と
稿
ず
る
は
幕
府
興
隆
矧
で
あ
っ
て
、
大
剛
胆
元
識
か
ら
賓
暦
へ
か
け
て
の
時
代
を
い
ふ

(
約
七
十
年
)
。

元
誠
時
代
は
幕

府
政
治
裂
遣
の
第
一
次
の
最
高
峰
を
な
す
と
き
で
あ
り
、
文
事
婆
術
亦
勃
興
し
、
近
松
・
西
鶴
・
芭
蕉
な
左
の

E
医
の
輩
出
し
た
時
代
で

あ
る
が
、
経
済
上
に
於
て
は
元
禄
の
貨
幣
改
鋳
に
よ
っ
て
一
種
の
通
貨
膨
脹
を
惹
き
起
し
、
武
士
農
民
は
待
困
窮
し
、
町
人
の
金
模

は
一
唐
の
設
展
を
途
げ
た
と
き
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
代
を
享
け
て
新
井
白
石
は
「
膿
儀
三
千
威
儀
八
百
』
の
郁
々
文
理
あ
る
岡
家
を
浩

り
上
げ
ん
と
と
を
現
想
と
し
た
。
彼
の
経
論
は
武
断
的
友
る
よ
り
は
寧
ろ
文
治
的
で
あ
り
、
賓
際
的
な
る
よ
り
も
寧
る
瑚
想
的
で
る

り
、
経
済
上
に
於
て
も
貨
幣
を
慶
長
の
古
に
復
し
、
貿
易
制
限
の
策
を
樹
て
た
。
白
石
の
時
文
を
重
ん
じ
て
『
江
戸
を
京
都
化
』
せ

ん
と
す
る
や
り
方
は
、
夫
代
の
『
土
器
大
饗
』
の
吉
宗
の
倹
素
政
治
に
よ
っ
て
大
部
分
覆
さ
る
L

に
至
っ
た
。
即
ち
穏
々
の
費
更
を

近
世
中
期
の
縞
済
思
想

第
四
十
九
巻

七
プb

第
六
鵠



近
世
中
期
の
経
済
思
想

第
四
十
九
巻

七
九

第
六
披

加
へ
-
て
、
殊
に
制
度
典
章
を
以
て
泰
卒
を
修
飾
せ
ん
と
す
る
白
石
の
主
義
と
は
具
り
、
吉
宗
は
在
来
の
仕
組
を
本
と
し
幕
府
本
来
の

成
立
に
基
い
て
そ
の
本
領
を
後
揮
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
た
。
彼
は
泰
卒
の
績
く
に
件
ひ
増
長
し
来
っ
た
然
風
を
矯
め
る
事
を
急
務

と
し
、

そ
の
震
に
節
倹
と
伶
武
と
に
心
を
用
ゐ
、
寅
利
賓
径
を
輿
ナ
と
と
を
主
義
と
し
、
曲
学
問
も
買
事
を
奨
附
し
た
。
貨
幣
政
策
に

つ
い
て
も
初
め
白
石
の
良
質
鰭
迭
を
踏
襲
し
た
が
、

一
種
の
通
貨
牧
縮
を
生
じ
、
物
伎
の
下
孫
と
な
っ
た
た
め
、
吉
宗
は
遂
忙
一
死
文

一
元
年
に
貨
幣
の
改
鍔
を
行
っ
た
。
か
く
の
如
き
士
旦
一
不
の
種
々
友
る
改
革
は
即
ち
享
保
の
改
革
で
る
る
が
、

と
の
改
革
を
賞
施
せ
友
け

れ
ば
た
ら
た
か
っ
た
じ
と
は
、
射
能
政
治
の
快
陥
や
号
腐
が
慨
に
容
し
〈
た
っ
て
叫
似
た
こ
と
九
百
不
ナ
も
の
に
外
た
ら
ね
。

そ
の
快
陥

と
い
ふ
の
は
、

い
ふ
迄
も
な
〈
間
然
絞
怖
に
札
制
ナ
る
貨
幣
経
済
の
進
展
で
あ
り
、
士
農
附
階
級
に
釘
す
る
町
人
階
級
の
勃
興
で
あ
っ

た
従
て
と
の
期
に
沿
け
る
経
済
思
想
は
、
貨
幣
経
済
・
諸
侯
の
財
政
窮
乏
等
と
関
連
し
て
金
銀
貨
幣
や
銭
貨
に
針
す
る
議
論
、
殊
に

貨
幣
改
銭
、
引
い
て
は
物
倒
・
米
僚
に
関
す
る
議
論
が
多
〈
現
は
れ
て
来
た
。

又
他
方
に
於
て
町
人
階
級
の
勃
興
、
都
市
の
設
建
が
行

ひ
い
て
は
農
本
商
末
の
思
想
や
町
人
抑
歴
の
論
議
が

多
く
現
は
れ
た
。
而
し
て
諸
侯
武
士
の
窮
乏
を
救
済
す
る
の
策
と
し
て
、
消
核
的
に
は
武
士
土
着
論
、
積
桜
的
に
は
尊
貰
そ
の
他
の

は
れ
た
が
た
め
に
、
都
市
膨
脹
に
闘
す
る
意
見
、
農
民
向
都
に
闘
す
る
是
非
、

町
人
化
の
議
論
が
盛
ん
と
な
っ
た
。
更
に
心
皐
が
奥
り
、
園
撃
の
研
究
が
行
は
れ
、
蘭
墜
の
研
究
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
も
注
意
す
べ

き
現
象
で
あ
る
。
尤
こ
の
期
の
粧
消
思
想
に
於
て
も
前
期
の
思
想
の
引
っ

r
き
と
見
ら
る
h

う
も
の
も
多
〈
存
す
る
が
、
上
述
の
一
枇
曾

粧
品
何
事
情
の
的
変
化
に
基
い
で
特
に
注
意
す
ぺ
き
議
論
が
著
し
〈
現
は
れ
、

そ
の
経
済
論
は
一
麿
現
貧
的
な
も
の
と
た
っ
た
。
要
す
る

に
此
期
の
経
済
論
は
徳
川
封
建
経
済
破
綻
の
第
一
歩
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
極
め
て
重
要
友
る
意
義
を
持
っ
て
居
る
み
」
息
ふ
。
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本
明
に
入
っ
て
貨
幣
に
闘
す
る
議
論
の
多
く
あ
ら
岐
れ
た
こ
と
は
既
に
湛
べ
た
如
く
で
あ
る
が
、
先
づ
第

一
に
諭
や
べ
き
は
貨
幣
改
鋳
に
闘
ず
る
意
見
で
あ
る
。
徳
川
時
代
に
於
て
貨
幣
の
改
議
さ
れ
た
の
は
一
冗
談
八
年
の
金
銀
貨
の
改
悪
銭

へ
置
こ

こ
の
一
冗
蔽
金
銀
の
鍔
迭
は
営
時
め
財
政
難
を
緩
和
す
る
こ
と
が
主
た
る
賓
質
上
の
理
由
で
あ
っ
た
。
乙
の
改
鋳
に

法
に
始
ま
る
が
、

春梅鳩

蓋 E霊主草

よ
っ
て
幕
府
は
五
百
高
問
の
改
鋳
袋
金
(
回
目
)
を
得
た
と
い
ふ
。

も
い
ふ
べ
き
は
白
石
で
あ
る
。
白
石
の
論
旨
は
次
の
如
〈
で
あ
る
。

近
世
中
期
目
経
済
思
想

と
の
改
鋳
に
叫
制
し
て
は
反
針
論
が
甚
だ
多
い
が
、

そ
の
代
表
者
と

第
四
十
九
巻

第
六
競

七
iu 



近
世
中
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の
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想

第
四
十
九
巻

四

七
九
四

第
プて

競

『
慶
長
凱
来
的
金
銀
心
訟
を
改
め
、
金
を
ぼ
銀
を
雑
量
り
、
銀
を
ば
銅
を
暫
加
候
て
、
天
下
週
行
の
金
銀
の
数
を
帯
さ
れ
候
由
を
、
申
沙
汰
L
候
符
ど

も
、
良
質
は
慶
長
以
来
法
出
さ
れ
候
ほ
と
の
金
銭
の
致
、
其
牛
を
奪
ふ
べ
き
た
め
の
術
に
て
候
者
。
(
此
時
天
下
よ
り
出
来
町
候
所
の
古
金
八
百
八
十

二
万
四
千
三
百
五
十
隔
を
新
金
千
三
百
廿
三
万
六
千
五
百
三
十
四
雨
と
な
さ
れ
候
て
、
そ
の
時
唱
す
所
四
百
四
十
一
万
二
千
百
八
十
四
雨
、
古
銀
出
来

P

候
数
二
十
八
万
七
千
六
百
十
七
賞
百
五
十
五
匁
を
新
築
士
一
十
五
万
七
千
五
百
一
一
一
卜
五
貫
一
三
百
八
十
匁
と
な
さ
れ
候
て
、
其
唱
す
所
六
万
九
千
九
百
十
八

貫
二
百
二
十
五
匁
、
算
数
を
以
て
測
り
候
へ
は
天
下
遡
行
の
入
信
銀
の
数
を
ば
も
と
の
ご
と
〈
に
引
か
へ
ら
れ
候
て
、
上
へ
牧
め
ら
れ
候
所
泊
金
銀
の
教

は
相
哨
し
供
へ
ば
、
公
私
北
ハ
パ
財
川
ゆ
た
か
に
事
た
三
き
事
と
相
見
え
伎
は
、
ず
な
は
ち
某
申
ナ
所
の
小
教
に
て
は
か
り
た
る
も
の
に
幅
広
)
モ
O
小
般

を
た
の
み
似
て
此
訟
を
行
ひ
供
は
ず
な
は
も
梨
市
寸
川
内
死
法
と
巾
す
も
り
に
で
候
)
O
L
恥
れ

rも
羽
咋
天
下
よ
り
出
取
り
供
慶
長
以
来
の
金
銀
、

其
金
の
数
ゎ
，
っ
か
に
へ
百
へ
十
式
首
円
四
千
三
百
五
十
六
雨
、
其
銀
の
教
わ
づ
か
に
式
折
八
高
七
千
六
百
拾
七
貫
百
五
拾
主
匁
に
は
遁
候
は
ず
o

元
麻
以

来
僅
に
十
八
年
の
問
に
法
出
候
所
の
金
銀
の
数
を
以
て
推
測
候
に
、
慶
長
六
年
以
来
元
禄
凡
年
に
至
て
凡
九
十
五
年
の
聞
に
年
々
に
建
出
L
候
所
の
金

銀
の
数
い
か
で
か
こ
れ
ば
か

p
に
は
候
べ
き
宇
。
皆
是
天
下
白
人
各
其
の
賓
を
失
ふ
べ
き
事
を
惜
み
候
て
、
常
時
に
話
用
す
べ
き
ほ
ど
白
設
を
は
か
目

候
で
出

L
替
候
ひ
し
か
ば
、
蔵
品
貯
保
て
出
来
り
候
は
ぬ
所
の
敷
は
出
し
替
候
所
の
敷
よ
り
は
高
々
倍
し
候
ベ
し
。
然
ら
ば
常
世
に
遁
行
L
候
所
白
金

銀
、
其
敷
を
唱
し
候
ご
と
〈
に
は
候
へ
と
も
、
却
で
其
教
を
減

L
候
ご
と
〈
に
は
な
り
候
と
申
候
は
ん
も
、
其
詞
な
き
に
は
あ
ら

f
候
。
』

『
金
銀
の
教
を
だ
に
抽
唱
し
候
は
ピ
天
下
の
財
用
ゆ
た
か
な
る
べ
き
同
市
と
、
た
h
h

一
筋
に
の
み
心
得
候
て
の
過
を
五
た
び
迄
か
さ
ね
候
ひ
し
は
、
其
死
絵

を
の
み
守

m
候
て
活
法
あ
る
事
を
知
ら
ざ
る
事
と
は
申
ナ
ベ
〈
候
山

(
註
一
)
元
樟
八
年
八
月
白
令
に
は
『
金
銀
融
印
古
〈
成
候
付
可
吹
直
旨
被
仰
出
之
、
且
又
近
年
山
よ
り
出
候
金
銀
も
多
〈
無
之
、
世
間
白
金
銀
も
次

第
に
減
じ
可
申
に
付
、
金
銀
之
伎
を
直
L
世
間
の
金
銀
多
〈
成
候
た
め
此
度
被
仰
付
之
候
事
』
と
あ
る
が
、
白
石
も
い
へ
る
如
〈
『
話
時
上
の
御
財

用
其
入
り
候
所
を
以
て
其
出
候
所
を
は
恥
り
候
に
、
其
入
り
候
所
其
出
候
所
の
牛
に
は
及
は

F
候
」
「
と
あ
る
こ
と
が
民
国
で
あ
ら
う
。

(
註
ニ
)
『
小
数
』
と
は
『
凡
敷
に
て
算
盤
の
上
に
あ
ら
は
れ
候
て
、
か
ぞ
へ
知
る
へ
き
歎
』
を
い
ひ
、
『
大
教
』
と
は
『
い
ま
だ
算
盤
の
上
に
は
見
え

来
ら
ず
候
へ

E
も
、
天
地
の
聞
に
そ
の
大
算
数
の
あ
る
事
』
を
い
ふ
。
こ
の
場
合
小
数
計
算
に
て
は
金
銀
貨
の
数
量
噌
加
・
せ
る
こ
と
明
か
で
あ
る

が
、
大
教
計
算
に
て
は
、
古
金
目
蓄
蕨
行
は
る
ふ
結
果
、
全
国
の
流
通
高
は
寧
ろ
減
少
せ
る
も
の
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。

費
水
三
年
以
後
ま
た
費
字
銀
を
銭
也
し
て
口
町
位
を
劣
悪
に
し
、
同
七
年
費
水
小
判
(
乾
字
金
)
を
鋳
た
が
、
之
は
質
を
純
良
に
し
量

を
字
減
せ
る
も
の
で
あ
っ
花
月
之
に
封
し
て
白
石
持

円高 '93頁新井白石全集第六
向上、 194頁
御鰯害寛保集成 892頁
5)新井白石全集第六 192頁
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『
費
永
よ
り
後
に
及
び
て
銀
の
品
を
引
下
さ
れ
候
と
い
へ

E
も
、
猪
又
金
の
品
と
其
高
下
相
わ
か
れ
候
ほ
日
と
の
事
に
至
ら
ず
、
況
又
其
後
金
の
ロ
聞
は
む

恥
し
の
ご
と
〈
に
な
さ
れ
候
と
い
へ

E
も
、
其
形
白
大
に
む
か
し
の
金
に
同
ピ
か
ら
ず
候
へ
ば
、
其
遁
用
は
む
か
し
白
ご
と
〈
な
ら
ず
、
銀
の
品
は
次

第
に
下
り
候
に
つ
き
で
、
世
の
人
又
ひ
そ
か
に
其
品
を
論
ピ
定
め
て
、
銀
を
践
し
み
候
事
の
甚

L
き
に
遇
き
候
を
以
て
、
金
銀
の
口
問
ふ
た
ゐ
び
あ
ひ
宇

ぷ
れ
、
高
物
の
慣
も
ふ
た
L

び
相
脅
し
〈
は
L

P

候
む
』

と
い
ひ
春
義
も
亦

『
比
幣
出
て
よ
り
民
聞
に
偽
造
の
者
も
な
〈
欺
を
受
る
患
も
な
き
ゅ
へ
に
、
民
之
を
便
と
せ
り
。
然
れ
と
も
其
形
薄
小
に
し
て
重
さ
故
併
に
半
時
間
な
る

を
以
て
、
人
情
何
と
な
(
此
併
を
抑
制
ん

F
る
ゆ
へ
に
、
直
を
さ
の
ゐ
減
す
る
に
て
は
な
〈
、
諸
物
の
簡
を
柑
て
資
質
す
。

H
此
幣
は
永
久
に
行
ふ
ベ
当

者
に
非

f
、
慶
長
内
放
併
に
復
す
迄
の
内
、
一
万
禄
の
悪
金
を
止
め
ん
怨
に
姑
〈
之
を
行
は
る
と
思
へ
る
よ
り
、
久
ト
ら
ず
し
て
慶
長
の
故
幣
に
復
せ
ぽ

託
金
ほ
自
ら
や
胞
に
な
る
可
し
と
悟
り

τ
、
府
々
に
乾
金
の
庇
を
減
ピ
詩
貨
の
慨
を
柑
て
、
放
帆
巾
に
復
せ
る
時
に
市
川
/
も
損
失
な
当
、
様
に
計
h
仲
間

huu一

-

6

!

ー

ー

と
説
い
i

て
ゐ
る
c

か
JK
て
中
白
金
は
総
出
し

m-4主
義
九

L
卜
目
、

M
円

l
f
i
j
j
-
/一
一
川
総
合
一
隔
は
銀

乾
A
M

」
一
一
山
に
付
銀
六
十
匁
と
す
れ
ば
波
長
金

七
L
l
h
地
前
後
に
五
っ
た
と
い
ふ
。
而
し
て
春
芸
も
亦
『
凡
金
銀
は
純
粋
去
る
を
貴
ぶ
、
純
粋
友
れ
ば
慌
を
成
難
い
』
と
い
ひ
、
貨
幣

の
隠
鋳
を
批
難
し
て
ゐ
る
。

(
註
三
)

慶
長
小
刻

一
克
品
開
小
刻

費
永
小
舟
(
乾
字
金
)

金
八
六

重
さ
四
匁
七
分
品
開

四
匁
七
分
鎗

二
匁
五
分
弱

金
五
六
四

金
へ
=
一
回

六
代
将
軍
家
宣
の
世
と
た
る
や
、
白
石
は
間
部
詮
房
と
共
に
幕
政
に
奥
っ
て
改
革
す
る
所
多
く
、
幣
制
を
慶
長
の
古
に
復
す
る
と

と
と
左
り
、
正
徳
四
年
に
幣
制
改
革
の
御
燭
蓄
が
愛
せ
ら
れ
、
丸
月
以
来
一
新
貨
を
強
行
し
た
が
、
新
貨
の
普
及
す
る
ま
で
、
在
来
の

貨
幣
の
通
用
を
許
し
新
金
銀
と
慶
長
金
銀
と
は
同
様
に
活
用
せ
し
め
共
他
は
そ
の
交
換
の
比
例
を
定
め
、
幕
府
は
誠
意
を
以
て
幣
制

の
改
革
に
着
手
し
た
の
で
あ
る
が
、
賓
際
に
於
て
は
元
族
以
来
の
悪
貨
の
岡
牧
意
の
如
〈
友
ら
や
、
ま
た
各
種
貨
幣
の
法
定
比
率
も
巌

近
世
中
期
の
経
済
思
想

第
四
十
九
巻

第
六
披

王王

七
九
五

138頁
向上 247頁
経済銀、日本総碑叢書巻六

同上 '36頁
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近
世
中
期
の
経
済
思
想

第
四
十
九
巻

七
九
六

第
六
擁

六

守
せ
ら
れ
や
、
割
合
の
異
れ
る
貨
幣
が
同
時
に
数
種
存
在
せ
し
た
め
、
取
引
上
非
常
怠
る
不
使
挑
滞
を
惹
起
し
、
金
銀
銭
の
相
場
弁

に
之
に
件
ふ
物
債
の
費
動
も
甚
し
か
っ
た
。
幕
府
は
改
鋳
に
封
ず
る
十
分
友
る
準
備
左
く
し
て
早
念
に
之
を
遂
行
し
た
嫌
が
あ
っ
た

と
い
ふ
。

(
註
凹
】

そ
の
後
幕
府
財
政
の
蹴
縫
、
米
岡
田
の
不
振
等
か
ら
一
冗
文
元
年
五
凡
再
び
悪
貨
議
浩
を
企
て
た
。
そ
の
一
風
聞
に
謝
し
て
「
金
銀
吹
替

評
」
に
は
貨
幣
が
慶
長
の
古
に
復
し
た
る
と
と
を
有
難
き
御
仁
徳
た
り
と
し
、
国
民
は
こ
れ
に
て
安
堵
の
凹
山
を
な
し
高
々
世
も
袋
、
せ

ざ
る
や
う
附
つ
℃
ぬ
た
の
に
、
〈
市
広
州
叫
」
丸
の
4

刊
の
引
相
欲
か
ら
又
々
改
塙
を
刷
出
ぜ
た
ゃ
う
で
あ
る
が

『
一
度
御
直
し
被
遊
候
金
銀
、
間
も
な
〈
又
々
E
山
政
品
に
被
仰
付
候
儀
正
末
代
迄
持
軍
む
御
恥
辱
主
奉
存
候
、
此
上
高
々
一
吹
替
被
仰
出
候
は
A

又
々

世
上
白
大
混
飢
大
吉
成
さ
し
っ
か
へ
に
可
成
候
一
百
々
』

と
論
じ
て
ゐ
る
。
之
に
由
て
見
る
も
、
貨
幣
の
隠
鏡
に
針
し
て
は
反
針
論
が
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
察
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

(
註
四
)
一
克
文
元
年
五
月
白
金
銀
改
鋳
令
に
は
『
世
上
金
銀
不
足
に
付
、
遁
用
不
自
由
之
由
相
聞
候
付
て
、
此
度
金
銀
被
吹
改
候
乳
凶
と
あ
っ
て
、
謂

ふ
所
の
金
銀
不
足
は
一
般
物
備
の
下
落
と
見
る
へ
〈
、
之
を
救
P
F
た
め
に
貨
併
の
改
鋳
帯
設
を
行
ひ
し
も
の
で
あ
る
。

(
ロ
)
貴
金
説

徳
川
時
代
は
米
濯
ひ
の
経
済
の
時
代
で
あ
っ
た
。
米
は
圃
民
生
活
の
必
需
品
た
る
の
み
な
ら
や
二
園
の
財
政
・

園
民
の
所
得
も
亦
之
に
よ
っ
て
左
右
せ
ら
る
L
有
様
で
あ
り
、

且
そ
の
生
産
は
自
然
の
欣
況
に
よ
っ
で
左
右
せ
ら
る
L
と
こ
ろ
大
た

り
し
た
め
、

天
恵
少
き
場
合
に
は
閣
民
生
活
の
基
礎
を
脅
し
、
園
家
の
財
政
に
影
響
を
奥
ふ
る
所
が
少
く
は
左
か
っ
た
。
議
に
於
て

か
米
穀
を
貴
ぴ
貨
幣
を
践
む
の
思
想
は
一
般
に
行
は
れ
た
所
の
も
の
で
る
っ
た
。
然
る
に
白
石
は

『
凡
金
銀
の
天
地
の
問
に
生
す
る
事
、
と
れ
を
人
に
た
・
と
ふ
れ
ば
骨
の
ご
と
〈
、
其
品
臨
む
費
貨
は
皆
々
血
肉
皮
宅
の
ご
と
き
な
り
、
血
肉
皮
毛
は
傷
れ

抗
つ
け
ど
も
、
又
・
々
生
す
る
も
む
な
り
(
米
穀
布
吊
を
は
じ
め
て
も
ろ
も
ろ
の
器
物
等
皆
然
也
)

0

骨
の
ご
と
き
は
一
た
び
折
れ
損
じ
て
ぬ
け
去
ね
れ
ば

198- 206頁瀬本誠一、宥訂日本経済奥
日本経済叢書巻六 547頁
御腕書寛保集成 925頁
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二
た
び
生
ず
る
と
い
-
』
事
な
し
、
金
銭
は
天
地
の
骨
也
(
五
行
の
う
ち
木
火
土
水
は
血
肉
皮
毛
也
。
金
は
骨
也
)
。
こ
れ
を
採
る
後
に
は
二
た
び
生
ず
る

の
理
な

L
』

と
て
米
穀
よ
り
も
寧
ろ
金
銀
の
貴
ぶ
ぺ
き
も
の
在
る
所
以
を
説
い
て
居
る
。
白
石
の
右
の
忠
惣
は
営
時
の
貿
易
政
策
上
よ
り
観
察
せ

る
も
の
で
あ
る
。
苦
官
時
の
貿
易
は
一
方
的
の
総
入
貿
易
で
あ
っ
て
金
銀
銅
の
流
出
す
る
こ
と
甚
し
〈
、
而
も
園
内
鍍
山
よ
り
の
採

掘
高
も
多
か
ら
ざ
り
し
た
め
で
あ
る
。

営
時
一
般
に
行
は
れ
た
貴
殺
嶋
崎
金
思
想
は
.
成
く
閣
民
生
活
・
一
般
財
政
の
方
聞
か
ら
見
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
白
石
が
貿
易
闘
係

か
ら
金
銀
を
山
首
び
し
こ
と
し
し
は
同
じ
必
磁
の
上
に
立
て
る
議
論
で
は
た
く
市
従
て
て
ず
一
以
て
他
の
反
剣
潟
と
な
す
こ
と
は
穏
常
で
は

た
い
。
然
し
以
上
の
如
き
意
味
に
於
て
白
石
が
賞
金
主
義
を
持
し
て
ゐ
た
と
と
は
之
を
認
め
ざ
る
を
符
お
い

q

ま
た
そ
の
黄
金
訟
は

所
謂
メ
ル
カ
ン
チ
リ
て
ト
の
貴
金
説
と
も
表
裏
相
反
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
同
一
思
忽
の
も
の
で
な
い
こ
と
を
注
意
せ
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。(

ハ
)
貨
幣
制
度
論

貨
幣
の
改
鏡
、
物
僚
と
の
関
係
等
に
つ
い
て
の
意
見
は
昔
時
多
〈
見
ら
れ
た
所
で
あ
る
が
、
貨
幣
制
度
に

関
す
る
議
論
或
は
貨
幣
本
質
論
と
も
見
る
ぺ
き
も
の
は
、
あ
ま
り
存
し
な
い
。

常
時
金
銀
銭
の
三
貨
幣
が
共
に
無
制
限
に
活
用
し
、
東
園
は
余
遺
ひ
西
聞
は
銀
法
ひ
で
あ
っ
た
。
白
石
は
『
金
銀
銭
共
口
聞
を
の
づ

と
し
て
三
貨
各
そ
の
用
を
認
め
て
ゐ
る
が
、
彼
は

か
ら
相
わ
か
れ
た
ち
候
て
、
共
用
ひ
候
所
も
を
の
/
¥
同
じ
か
ら
ざ
る
所
に
候
』

金
を
以
て
上
幣
と
し
銭
を
下
幣
と
し
、
銀
を
以
て
最
も
重
要
な
る
も
の
と
し
て
ゐ
る
。
印
ち

『
其
品
た
つ
主
き
主
践
し
き
と
の
聞
に
た
ち
て
、
其
重
さ
の
韓
重
を
以
て
用
ひ
候
物
に
候
へ
ば
、
其
大
数
万
貫
自
主
申
す
よ

P

L
て
一
分
一
厘
の
小
数

近
世
中
期
白
経
済
思
想

第
四
十
九
巻

第
六
貌

七

七
九
七
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捌著、近世の経済思想 16頁
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近
世
中
期
目
経
済
思
想

第
四
十
九
巻

A. 

七
九
八

第
六
披

に
至
る
迄
、
通
じ
用
ひ
ら
れ
ず
と
い
ふ
所
な
〈
候
を
以
て
、
金
と
い
ひ
銭
と
い
ひ
、
其
通
ピ
用
ひ
ら
れ
が
売
き
所
は
皆
々
銀
に
よ
り
で
其
及
は
さ
る
所

を
相
た
す
け
候
物
に
候
を
以
で
、
凡
そ
天
下
の
財
費
活
用
の
事
に
お
ゐ
て
は
鋭
を
以
て
英
大
本
と
仕
る
事
に
候
。
こ
れ
に
よ

p
て
も
万
物
の
慣
も
皆
々

銀
を
以
て
相
定
め
候
事
に
候
』

従
っ
て
東
園
の
金
づ
か
ひ
、
西
国
の
銀
づ
か
ひ
た
る
貼
よ
り
、
東
図
の
人
が
財
用
の
事
を
論
や
る
に
不
十
分
で
あ
り
、
京
都
伊
勢

と
の
金
銀
使
間
の
異
れ
る
射
に
も
存
寸
る
も
の
で
あ
る
と
論
じ
て
ゐ
る
。
春

義
も
亦
『
L
L
M

代
の
利
害
を
論
や
れ
ば
銀
を
主
と
す
る
は
使
利
に
て
金
を
主
と
寸
る
は
不
便
利
な
る
と
と
あ
り
』
と
し
ご
ゐ
る
。

の
人
K

が
財
利
の
事
に
さ
と
か
り
し
迎
由
の
一
つ
は
、

自
白
は
ま
た
他
方
に
於
て
貨
幣
凶
定
訟
の
如
き
意
見
を
述
べ
て
ゐ
る
。
帥
ら
支
那
及
び

H
本
に
於
て
紙
幣
の
流
通
吐
る
乙
と
を
論

と
た
る
後

『
し
か
れ
ば
た
と
ひ
其
品
下
り
候
金
銀
山
候
と
も
、
常
時
に
お
ゐ
て
其
法
を
改
定
ら
れ
、
天
下
に
担
行
す
べ
き
尚
御
沙
汰
候
上
は
、
六
十
六
州
白
人
誰

か
は
其
法
に
建
ひ
背
〈
事
自
候
ベ
き
宇
』

と
説
き
、

悪
貨
と
雌
法
律
の
力
に
よ
っ
て
流
通
せ
し
め
得
べ
き
こ
と
を
論
じ
て
ゐ
る
。
然
る
に
も
拘
b
ら
十
白
石
が
貨
幣
の
品
位
を

慶
長
の
昔
に
か
へ
す
べ
き
こ
と
を
論
じ
、
悪
貨
鋳
遣
を
極
力
排
斥
せ
し
は
如
何
た
る
現
凶
に
よ
る
か
。
或
は
貨
幣
の
品
位
を
素
る
如

き
は
天
下
人
民
の
怨
み
憤
る
庭
友
る
の
み
友
ら
や
J

『
天
地
紳
明
の
に
〈
み
き
ら
び
給
ふ
べ
き
事
」
な
り
と
か
、
或
は
家
宣
の
憂
命
友

る
を
以
て
議
す
る
に
及
ば
や
と
も
述
べ
て
ゐ
る
が
、
幣
制
改
革
の
縄
蓄
に
は
、
一
冗
旅
以
後
幣
制
を
改
め
し
た
め
種
々
の
弊
害
を
生
じ
た

も
の
で
あ
る
か
ら
、
之
を
慶
長
の
古
に
復
せ
ば
世
上
の
難
儀
を
除
き
得
べ
し
と
の
考
が
見
え
て
ゐ
ゐ
。
後
に
漣
ぶ
る
如
ぐ
白
石
は
品

位
の
高
下
は
物
僚
に
影
響
を
及
ぼ
さ
や
と
の
設
を
と
っ
て
ゐ
る
か
ら
、
貨
幣
を
慶
長
の
古
に
復
せ
ん
と
す
る
こ
と
は
要
す
る
に
一
種

‘ 
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の
復
古
的
思
想
と
も
い
ふ
ぺ
く
、
政
治
上
の
理
由
は
述
ぺ
ら
れ
て
ゐ
る
が
経
済
上
の
確
乎
た
る
理
由
を
遁
ぺ
て
ゐ
た
い
も
の
の
如
く

で
あ
る
。

(
-
-
)
紙
幣
論

硬
貨
に
関
連
し
て
生
や
る
問
題
は
紙
幣
の
問
題
で
あ
る
。
白
石
は
銀
貨
に
代
る
べ
き
紙
幣
印
ち
銀
紗
の
殻
行
を

論
じ
て
居
る
が
、
之
は
改
鋳
の
原
料
を
得
る
聞
係
と
、

土
銀
宇
一
銭
附
す
に
従
ひ
引
替
ふ
る
と
き
は
、

新
銀
の
翠
く
る
迄
に
上
銀
と

新
銀
と
の
聞
に
債
格
の
差
を
生
じ
物
債
に
時
変
動
を
及
ぼ
す
か
ら
、
先
づ
銀
紗
を
務
行
し
て
元
旅
以
来
世
上
に
流
布
せ
る
銀
貨
を
み
一
部

岡
牧
せ
ん
l

ど
す
る
も
の
で
あ
る
。
故
に
と
の
焚
行
は
一
時
的
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
白
石
は
紙
幣
の
一
務
行
に
つ
い
て
濫
裂
を
戒
め
、

協
川
山
崎
引
替
共
他
一
一
一
一
一
の
黙
を
在
意
し
て
ゐ
る
。
且
銀
紗
の
通
用
を
奈
易
及
ら
し
む
る
た
め
に
、
廿
年
聞
に
銀
紗
十
寓
貫
一
日
に
相
営
す

ム
叩
訓
加
を
錯
問
さ
ん
こ
と
な
挽
一
一
蹴
し
て
ぬ
円
4
3

そ
の
迎
山
は
紙
幣
の
械
央
生

J

の
た
め
鋭
を
蓄
ふ
る
品
刊
を
生
じ
、
銭
債
の
騰
貸
す
べ
き
~
を

廃
れ
た
た
め
で
あ
る
。
従
て
そ
の
設
は
全
〈
硬
貨
改
錯
の
一
時
的
万
使
と
し
て
紙
幣
を
夜
行
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
紙
幣
を

硬
貨
と
共
に
永
く
流
通
せ
し
め
ん
と
す
る
も
の
で
は
な
同
。
そ
の
他
、
洩
見
綱
熱
、
太
宰
春
兎
-
も
亦
紙
幣
の
褒
行
を
非
と
し
之
を
以

て
善
政
に
あ
ら
や
と
し
て
ゐ
る
。

物
債
に
闘
す
る
諸
論

俸
械
を
貨
幣
に
代
へ
で
生
活
す
る
武
士
階
級
に
と
っ
て
は
、
貨
幣
の
改
鏡
、
物
債
の
騰
賞
等
は
切
賓
に
彼
等
の
生
活
に
影
響
を
奥

へ
た
。
従
っ
て
此
時
代
に
於
て
物
債
の
問
題
が
武
士
生
活
の
方
面
か
ら
盛
に
論
ぜ
ら
れ
た
。
貨
幣
改
鋳
の
問
題
に
つ
い
で
は
読
に
遁

ぺ
た
か
ら
以
下
物
債
の
問
題
に
つ
い
て
考
へ
た
い
と
息
ふ
。
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世
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近
世
中
期
の
経
済
思
想

t
F
回
十
九
巻

第
六
披

O 

八

0
0

(4)
貨
幣
と
物
債
と
の
闘
係

貨
幣
と
物
債
と
の
関
係
は
如
何
で
あ
る
か
、
営
時
世
間
で
は
物
侵
騰
貴
の
原
因
は
貨
幣
口
問
位
の

劣
悪
と
な
り
た
る
た
め
止
な
り
と
考
へ
た
が
、
新
井
白
石
は
之
に
勤
し
て

『
金
銀
白
ロ
聞
善
悪
を
論
じ
候
事
な

r、
武
家
に
お
い
て
一
向
に
其
沙
誌
な
き
事
に
で
、
此
半
申
出
し
候
も
の
は
爾
替
仕
る
者
央
、
金
銀
の
品
に
次
第
を
た

て
、
雨
替
の
こ
と
に
つ
き
て
其
利
を
も
と
め
候
は
ん
た
め
の
好
計
に
て
候
在
、
商
人
共
も
其
設
に
ま
ど
ひ
候
て
絡
に
天
下
町
一
難
儀
と
は
罷
成
候
、
妻
、
』

と
議
ぺ
物
債
騰
貴
の
同
肌
悶
は
貨
幣
数
量
の
増
加
に
あ
る
旨
を
論
じ
て
居
る
。

『
出
品
世
以
燕
天
下
内
別
問
油
ピ
行
は
れ
賂
〈
、
前
向
物
の
一
償
年
々
に
高
〈
な
り
来
り
、
パ
竹
山
私
の
難
慌
に
洩
ひ
供
誌
、
世
め
人
論
ピ
巾
す
所
、
皆
L
N

金
銀
の

口
川
下
旬
候
散
に
上
旬
供
州
巾
沙
休

L
候
。
(
中
略
」
も
し
某
が
慰
存
を
以
て
其
班
を
粧
品
に
論

r候
は
ん
に
は
、
佐
の
人
申
沙
汰
し
候
所
同
、
た
ピ
其
一

を
知
り
て
其
二
主
知
ら
ず
と
申
す
へ
(
候
獄
。
共
故
は
常
時
天
下
の
財
用
指
し
行
は
れ
難
〈
候
て
寓
物
の
償
高
〈
な
り
来
り
候
事
、
天
下
の
間
質
其
一
吉
田

を
金
銀
の
口
問
下
り
候
に
依
り
候
て
、
其
利
を
競
争
ひ
候
に
よ
り
候
へ
と
も
、
良
質
は
世
に
遁
ピ
行
は
れ
候
金
訟
の
数
そ
の
む
か
し
よ
り
は
倍
々
し
候
て

多
〈
な
り
来
り
候
故
に
て
候
。
然
れ
ど
も
凡
て
天
地
内
聞
に
生

L
出
候
ほ
ど
の
物
、
其
品
賞
き
も
の
は
必
ら
す
其
数
少

f
、
其
数
少
〈
候
故
に
其
債
も

高
〈
、
其
口
問
股
き
も
の
は
必
ら
す
其
数
多
十
、
其
数
多
〈
候
故
に
其
債
も
宇
ナ
〈
候
一
帯
相
定

η
た
る
事
に
候
へ
段
、
常
時
白
金
銭
其
品
下
り
其
償
極
〈

な

m
候
故
に
、
こ
れ
を
以
で
換
候
所
目
寓
物
の
債
は
重
〈
な
り
候
と
申
候
は
ん
も
、
又
常
時
の
金
銀
其
数
多
〈
其
償
鰹
〈
な
り
候
故
に
、
こ
れ
を
以
て
換

候
所
白
寓
物
の
償
も
重
(
な
り
候
左
申
候
は
ん
も
、
そ
の
申
す
所
は
か
は
り
候
へ
と
も
、
其
現
に
お
ゐ
て
ほ
か
は
る
べ
か
ら
ず
止
も
申
ナ
ヘ
〈
候
へ
と

も
、
異
朝
腿
代
の
問
、
論

L
候
事
共
を
併
せ
考
候
に
、
古
白
善
〈
図
を
治
め
候
人
は
、
物
の
貴
肢
と
貨
の
軽
重
を
額
候
事
候
て
其
政
を
施

L
行
は
れ
候

き
。
凡
そ
物
の
償
重
〈
候
事
は
貨
の
債
瞳
き
に
よ
り
候
て
、
貨
の
傾
聴
く
な
り
候
事
は
其
数
多
き
が
放
に
候
へ
ば
、
法
を
以
て
其
貨
を
牧
め
て
其
敷
を

減
ピ
、
又
物
の
債
輯
〈
候
事
ぽ
貨
の
債
重
き
に
よ
り
候
て
、
貨
の
債
重
〈
な
り
候
事
は
其
数
少
き
が
敢
に
候
へ
ば
、
法
を
以
て
其
貨
を
出
し
て
英
教
を

幅
唱
し
、
貨
と
物
と
に
軒
重
な
き
ご
と
〈
に
其
債
を
平
か
に
し
候
時
は
、
天
下
の
財
用
ゆ
た
か
に
通

L
行
は
れ
候
曲
相
見
え
候
。
も

L
此
訟
に
譲
り
候
は
H
A

常
時
高
物
白
債
の
重
〈
な
り
候
事
、
金
銀
の
敷
多

f
候
て
其
債
瞳
〈
な
り
候
故
に
よ
り
候
事
疑
ふ
べ
か
ら
ざ
る
事
に
て
侠
一
戸

即
ち
白
石
の
意
見
は
、
卒
然
と
し
て
之
を
讃
ま
ば
日
間
位
と
物
質
と
の
関
係
を
も
若
干
認
め
て
居
る
が
畑
く
で
あ
る
が
、

L
7、
共
詑

を
吟
味
す
れ
ば
共
結
論
は
所
謂
貨
幣
数
量
設
で
あ
っ
て
、
教
室
の
増
減
に
よ
っ
て
物
債
は
調
節
さ
る
L
も
の
で
る
り
、
口
開
佐
と
は
重

159頁新井白石全集第六
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大
な
闘
係
が
な
い
と
せ
る
も
の
で
あ
る
。
一
冗
除
以
降
の
改
鋳
に
よ
っ
て
貨
幣
物
侵
欣
態
が
著
し
ぐ
愛
調
を
来
た
し
た
の
は
、

悪
貨
そ

の
も
の
、
矯
で
は
た
〈
、
金
と
銀
と
の
比
率
唱
が
撹
乱
せ
ら
れ
、
従
て
そ
の
流
通
阻
挙
せ
ら
れ
、
之
が
矯
め
に
物
阿
国
に
大
な
る
動
擦
を

生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
考
へ
て
居
る
。
即
ち
臼
〈

『
元
禄
年
中
、
金
銀
の
仲
間
を
改
め
ら
れ
候
事
、
其
品
を
引
下
さ
れ
候
上
は
可
無
事
あ
る
ま
ピ
き
は
諭
す
る
に
及
は
す
候
。
し
か
れ

E
も
金
銀
主
の
/
¥

其
品
を
引
下
さ
れ
候
次
第
、
慶
長
の
初
に
割
合
せ
ら
れ
候
法
意
を
う
し
な
は
れ
ず
侯
は
ん
に
は
、
其
害
甚
し
き
事
に
は
至
る
ペ
h
p

ら
ず
候
欺
。
然
れ
ば

金
銀
の
事
官
論
ピ
候
に
は
、
を
心
づ
か

b
其
品
の
高
下
あ
る
所
を
種
情
す
べ
き
一
暑
に
候
。
況
官
、
又
高
物
の
債
は
金
と
銀
と
を
以
て
易
候
所
に
つ
き
で
相

定
る
事
に
候
上
は
、
金
銀
の
品
相
み
だ
れ
候
に
就
て
は
、
官
同
物
の
償
も
平
か
な
る
べ
か
ら
ざ
る
一
帯
、
と
れ
文
あ
宇
し
む
に
た
ら
ず
』

と
。
而
し
て
克
に
こ
れ
を
団
羽
に
分
ち
て
詳
摘
し
、

前
一
不
の
版
川
の
M

げ
に
逗
上
及
び
一
明
答
尚
の
好
策
も
物
侵
騰
貴
の
一
一
問
問
と
し
て

論
じ
て
出
る
も
の
引
あ
る
が
、

兎
に
向
円
山
位
の
高
下
が
物
慣
に
影
響
す
る
も
の
に
非
や
と
の
一
設
は
認
は
る
所
が
な
い
。

之
に
謝
し
て
室
鳩
山
呆
は
三
四
十
年
来
物
債
の
騰
貴
し
た
る
は
、

一
に
は
政
務
に
よ
り
二
に
は
天
災
に
よ
り
三
に
は
風
俗
に
よ
る
も

の
と
し
、
そ
の
政
務
に
よ
り
物
償
高
直
と
な
り
た
る
う
ち
に

『
金
銀
も
又
物
に
て
候
、
其
数
多
〈
候
へ
ば
其
債
時
四

t
一
罷
成
候
事
、
諸
物
と
替
り
候
こ
と
無
之
候
。
何
金
銭
の
数
多
く
候
て
物
の
僧
丙
く
成
候

4
は
十

に
し
て
八
ッ
、
九
ッ
、
金
銀
の
一
口
問
下
り
候
て
其
債
高
〈
成
候
も
の
も
十
に
し
て
一
ヴ
ニ
ヴ
は
有
之
侠
』

と
説
い
て
ゐ
る
か
ら
、
品
位
も
物
僚
に
影
響
す
る
が
、

そ
れ
よ
り
も
寧
ろ
一
教
茸
の
方
が
犬
に
物
併
に
影
響
す
る
と
と
を
認
め
て
ゐ

る
。
然
る
に
荻
生
相
僚
は

『
諸
色
高
直
に
な
る
子
細
は
一
工
品
障
の
時
、
金
銭
に
歩
を
入
で
金
銭
の
伏
惑
〈
成
故
に
高
直
に
成
る
に
も
非
ず
、
亦
金
銀
の
員
薮
J

へ
た
る
故
に
高
直
に

成
た
る
に
も
非
ず
』

と
し
、
殊
に
品
位
の
物
慌
に
闘
係
友
き
こ
と
に
つ
い
て
は

近
世
中
期
の
経
済
思
想

第
六
擁

第
四
十
九
巻

A 
O 

同上 246頁
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近
世
中
期
の
経
済
想
思

第
四
十
九
巻

第
六
銃

ノ1
O 

『
金
銀
の
性
よ
〈
な
り
た
れ
ば
、
諸
色
も
下
直
に
成
筈
の
事
な
れ

εも
、
町
人
の
い
た
づ
ら
に
て
諸
色
の
直
段
を
下
げ
ぬ
と
云
ふ
人
あ
れ

E
も
、
是
文

世
界
の
有
様
を
知
山
人
の
一
耳
た
る
事
也
』

『
総
じ
で
金
銀
を
金
付
石
に
で
試
て
、
伎
の
義
な
ど
一
五
は
雨
替
犀
杯
の
一
五
こ
と
に
で
大
に
鼠
な
る
と
と
也
。
其
子
細
は
完
勝
に
金
保
に
歩
を
入
れ
て
金

の
性
悪
け
れ

E
も
、
銭
の
院
政
左
迄
替
ね
ば
慶
長
も
金
の
佼
替
る
こ
と
量
一

L
。
常
時
一
冗
献
金
銀
を
吹
抜
て
性
は
美
〈
成
売
れ
ど
も
、
銭
円
直
政
一
冗
株
主

替
ね
ば
、
是
亦
元
総
と
全
〈
牧
替
ぬ
也
。
牧
替
ね
ば
一
一
剛
は
中
は
り
一
雨
也
。
一
一
朗
を
二
隔
に
も
使
は
れ
ず
。
き
れ
ば
性
能
成
た
る
は
詮
は
な

L
。
元

品
仰
の
金
銀
を
吹
き
前
古
ず
、
性
的
忠
、
吉
依
に
し
て
世
界
の
金
銀
を
字
分
よ
り
内
に
械
ピ
た
る
と
λ
'
〈

同

意

也

。

今

銭

ev
一
場
(
ふ
き
出
し
て
一
一
同
に

七
八
貫
文
に
し
た
ら
ば
、
金
銀
の
員
薮
牛
分
に
減
じ
た
れ
と
も
校
一
倍
よ
〈
成
る
故
、
一
冗
磁
の
金
銀
を
宇
は

P
吹
杭
さ
ず
に
世
て
、
金
銀
の
員
殺
如
一
瓦

成
と
会
〈
同
窓
成
パ
し
』

と
い
ひ
、
却
で
銭
と
の
制
係
を
主
訓
附
し
て
ゐ
る
州
、
初
時
怖
の
考
ふ
る
所
で
は
札
判
的
除
設
の
桜
木
版
図
は
、
貨
幣
の
関
係
よ
む
も
寧
ろ

他
の
原
因
、
印
ち
肱
病
の
境
涯
と
制
度
な
雪
と
、

一
般
の
率
引
修
共
他
の
事
情
、
要
す
る
に
営
時
の
此
A
W組
織

に

採

る

も

の

と

し

て

ゐ

る

。

即

ち

回

〈

『
元
来
肢
宿
の
境
界
に
制
度
無
き
故
、
世
界
の
商
人
盛
に
成
よ
り
事
起
て
、
様
々
の
事
を
取
離
ぜ
て
次
第
々
々
に
物
の
低
段
高
〈
成
た
る
土
に
克
蔽
に
金

銀
ふ
へ
た
る
よ
り
、
人
々
脊

p
盆
ミ
盛
に
な
り
、
同
合
迄
も
商
人
行
渡
り
諸
色
を
用
る
人
盆
多
〈
な
る
敵
、
盆
ミ
高
庇
に
成
た
る
也
。
左
様
に
成
た
る

世
の
有
様
を
ば
其
偉
に
仕
置
て
、
常
時
金
銭
計
を
宇
減
に
な
し
た
る
故
、
世
界
宇
身
代
に
成
て
金
銀
引
張
不
足
、
依
之
世
界
再
び
閥
窮
し
た
る
事
明
也
い
』

(
ロ
)
銭
と
物
債
と
の
闘
係

物
僚
に
針
す
る
銭
の
問
題
は
、
狙
僚
が
之
を
重
硯
し
て
ゐ
る
こ
と
は
既
に
一
一
一
百
し
た
庭
で
る
る
が

今

そ

の

い

ふ

庭

を

見

る

に

『
金
銀
の
誠
の
位
と
一
古
物
は
、
銭
高
〈
成
ば
牧
下
り
て
金
銀
の
威
光
働
少
〈
、
銭
安
〈
成
ば
佼
上
り
て
金
銀
の
威
光
働
岡
田
な
る
事
に
て
、
金
銀
の
性
の

美
は
何
の
詮
も
無
事
也
』

『
惣
し
て
値
段
の
至
極
に
下
両
な
る
は
、
銭
一
文
に
て
貰
こ
と
に
で
、
是
よ
り
下
拭
成
物
な

L
。
銭
少
〈
成
て
貫
と
て
、
一
文
を
ニ
ッ
に
も
=
一
り
に
も

割
て
は
使
は
れ
ぬ
者
也
。
散
に
銭
を
は
至
極
安
き
物
に
操
て
、
是
を
土
益
に
し
て
金
銀
の
威
光
働
の
騒
き
弱
き
は
見
る
事
也
。
右
の
道
理
な
る
散
銭
を

415. 412， 416頁政談、日本線隣叢書巻三

向上 415頁
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融
収
〈
間
十
時
は
金
銭
の
宇
減
に
成
た
る
は
左
迄
背
に
は
不
成
こ
主
也
』

と
設
き
、
銭
の
戸
時
迭
を
勤
め
て
日
〈

『
常
時
如
何
様
の
こ
と
を
し
て
世
界
を
は
肢
は
す
べ
き
と
工
夫
す
る
に
、
銭
を
鋳
る
に
著
は
無
し
』
と
い
ひ
『
銭
は
道
中
を
運
ふ
こ
と
不
便
利
な
る
物

な
る
問
、
大
名
の
城
下
々
々
に
て
も
心
儲
に
鋳
さ
す
べ
き
こ
と
也
』

と
説
い
て
ゐ
品
。
邸
ち
銅
銭
の
怜
鑓
に
土
っ
て
令
訴
と
銅
と
の
比
俄
hz
高
率
友
ら
し
め
ば
、
金
銀
の
品
質
の
低
下
は
銭
の
数
量
増
加

に
よ
っ
亡
補
償
せ
ら
る
と
な
ず
も
の
で
あ
る
。
邸
ち
銭
の
榊
戸
隔
が
物
倒
調
節
の
役
割
}
一
『
一
泣
す
も
の
1
」
恒
之
て
ゐ
る
如
く
で
る
る
。
太

宰
春
義
も
「
経
済
銀
」
に
於
て
仰
の
設
を
航
中
川
し
て
ゐ
る
。
即
ち
日
〈

コ
問
少
け
れ
ば
例
対
〈
な
り
、
多
け
れ
ば
必
く
な
品
。
仙
の
貨
物
の
如
し
。
凡
鈍
の
杭
川
知
郡
山
以
よ
り
合
一
一
耐
に
凶
質
文

E
以
一
仁
川
ー
と
す
。
卜
一
主
り

賜
は
り

F
よ
り
納
品
に
持
此
前
世
川
ふ
。
品
目
山
れ
ど
も
民
間
に
て
は
金
一
両
に
問
責
八
百
虫
以
上
也
ο
均
J

吉
と
き
ば
問
買
に
不
及
こ
と
あ
り
、

4
9
さ
と
き

は
五
買
に
至
る
。
士
人
は
銭
の
焼
き
を
利
と
し
、
民
は
銭
の
貴
き
を
利
・
と
す
。
銭
の
貴
き
は
人
出
の
賊
き
也
。
銭
の
股
き
は
金
の
貴
き
也
。
商
賀
は
銭
の

貴
き
を
利
と
す
と
雄
も
、
銭
時
き
に
も
取
ぺ
き
利
を
は
不
央
、
只
士
人
は
米
を
貰
て
金
を
取
り
、
金
を
以
て
銭
を
買
ひ
、
銭
を
以
て
高
事
の
用
を
排
す

る
故
に
、
金
師
団
〈
銭
貫
け
れ
ば
用
足
ら
ず
、
向
買
の
銭
賎
〈
て
も
利
を
不
失
者
と
同
じ
か
ら
ず
。
さ
れ
は
今
の
政
は
銭
を
眼
健
に
し
て
債
を
賎
〈
ず
る

に
し
〈
は
な
し
』

『
凡
そ
物
を
貰
る
は
商
買
な
り
、
物
を
買
ふ
は
士
人
な
り
、
貧
賎
な
る
士
人
は
金
を
以
で
物
を
買
-
山
事
は
稀
な
り
、
金
を
以
で
銭
を
質
ひ
鈍
一
を
以
で
物

を
買
ふ
。
然
る
に
銭
に
で
貰
り
買
ふ
物
は
銭
の
嘆
し
き
時
も
貴
き
時
も
育
銭
に
寅
る
物
は
い
つ
も
百
銭
な
る
故
に
、
銭
貴
け
れ
ば
士
人
甚
不
利
な
り
』

(
ハ
)
米
債
と
四
民
の
利
害

米
を
貨
幣
に
代
へ
て
物
を
民
ふ
の
が
武
士
農
民
階
級
で
あ
る
か
ら
、
米
債
の
騰
落
が
此
等
階
級
に

如
何
友
る
利
害
を
及
ぼ
ナ
か
と
い
ふ
と
と
も
営
時
大
に
論
ぜ
ら
れ
た
所
で
あ
る
。

と
の
瓢
に
勺
い
て
は
太
宰
春
奈
の
「
経
済
録
」
に
ゐ

け
る
所
論
が
最
も
整
っ
て
ゐ
る
。
卸
ち

『
米
の
償
の
高
下
は
民
の
利
病
の
怒
る
所
也
。

凡
四
民
の
中
に
は
農
人
は
穀
主
作
出
す
者

闘
を
治
る
人
心
を
諜
し
て
思
慮
せ
ず
ば
有
る
べ
か
ら
ず
。

近
世
中
期
の
経
済
思
想

八

O
三

第
六
銃

第
四
十
九
巻

'44， '5.2:ri 
同上 4

'
5-4，8頁
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近
世
中
期
の
経
済
思
想

第
四
十
九
巻

四

第
ノ、

銃

A
O
四

也
。
租
を
納
て
其
儀
を
食
L
、
又
其
徐
を
貰
て
諸
色
の
用
を
調
ふ
。
士
人
は
君
よ
P
回
除
を
賜
は
り
、
此
織
を
以
で
衣
食
よ
り
以
下
諸
色
白
用
を
足
ナ

者
也
。
士
人
は
器
物
を
作
m
り
四
惜
を
勤
し
て
米
に
易
る
者
也
。
商
買
は
貨
物
を
賀
て
米
を
続
ふ
者
也
。
日
記
四
民
の
内
に
て
士
主
農
と
は
来
を
懸
る
者

也
。
エ
問
は
米
を
雑
ふ
者
也
。
さ
る
故
円
日
米
の
償
高
け
れ
ば
士
と
農
と

K
利
あ
り
、
工
正
問
と
に
害
あ
り
。
米
の
偵
脱
げ
れ
ば
工
と
肉
?
と
に
利
あ
り
て

士
と
農
と
に
害
あ
り
。
(
中
略
)
然
れ
ど
も
古
代
よ

η一
近
世
迄
は
四
民
の
聞
に
は
米
を
以
て
寓
事
の
用
を
耕
ピ
で
金
銀
を
使
ふ
こ
と
は
常
品
川
の
如
〈
に
は

非
り

L
故
に
、
米
償
問
叫
〈
と
も
米
穀
m
景
品
院
に
て
倉
に
盈
る
程
な
れ
ば
士
人
も
農
人
も
困
窮
す
る
こ
と
無

h
M
m
L
也
。
今
の
叶
い
は
天
下
の
詩
侯
人
民
迄
東

都
に
判
捺
し
て
特
般
人
な
れ
ば
会
訟
を
以
て
商
事
の
用
を
達
す
る
放
に
、
米
償
貴
け
れ
ば
土
人
位
び
米
債
腿
け
れ
ば
士
人
凶
な
。
(
申
略
)
毛
筑
(
官
子
保

七
年
)
の
秋
よ
り
米
伯
頓
に
股
〈
な
目
、
其
後
少
白
A
P
て
又
大
に
低
〈
、
六
七
年
の
問
に
愈
ミ
賎
〈
な
り
て
、
昔
賞
か
り
し
と
き
の
五
分
の
ニ
の
債
と

た
る
o

民
間
に
て
米
を
似
る
こ
と
土
の
加
し
む
士
大
火
山
'
'
品
川
仏
て
依
粥
内
料
を
除
て
其
儀
王
一
F
て
他
の
川
を
耕
せ
ん
と
す
れ
ば
朝
夕
の
金
問
さ
へ
足
、
b

ず
。
仙
の
川
E
m
A
さ
ん
辿
多
〈
米
を
京
れ

U
Xノ
ι
u
k
ら
ず
、
土
人
の
制
銑
尤
甚
l
u
民
家
も
」
」
入
、
と
阿
ト
し

C

制
作
年
に
迦
て
穀
を
多
〈
取
れ
V
」
も
是
も
賀

。

る
に
及
で
輸
出
ナ
人
馬
の
都
品
質
を
も
償
は
ぬ
税
な
れ
ば
、
佑
に
一
弘
人
の
口
に
食
ふ
計
に
て
利
潤
を
符
へ
き
捺
な
し
し
『

と
い
っ
て
ゐ
る
。
以
て
そ
の
影
響
を
祭
す
べ
き
で
あ
る
。

以
上
の
如
〈
米
債
の
謎
動
は
士
農
階
級
と
商
工
階
級
と
の
問
に
相
反
せ
る

影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
が
、

と
は
米
債
務
動
の
第
一
次
的
影
響
で
あ
っ
て
、
更
に
第
二
夫
的
影
響
と
し
て
、
米
債
の
高
低
に
件

ふ
士
農
階
級
の
購
買
力
が
、
商
工
階
級
に
到
し
て
如
何
な
る
影
響
を
生
十
べ
き
か
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
ね
。
「
粧
品
問
録
」
に

『
米
債
貴
け
れ
ば
士
人
悦
び
米
偵
賎
け
れ
ば
士
人
困
む
、
士
人
の
方
に
金
銀
多
ぐ
政
ま
れ
ば
、
武
人
は
利
に
疎
き
者
に
て
金
銭
を
蓄
ふ
る
必
も
少
き
散

に
、
一
時
の
激
策
策
耀
に
梯
〈
金
銀
を
出
し
費
す
。
此
時
に
於
て
工
人
向
賀
の
輩
其
利
を
得
て
害
ぷ
。
債
の
高
き
米
を
雑
へ

rも
口
に
食
ふ
は
位
に
て

利
を
得
る
こ
と
多
き
敢
に
、
さ
の
み
米
債
の
貴
き
を
苦
空
ず
、
米
債
賎
け
れ
は
士
人
白
方
に
金
銀
乏
き
散
に
工
商
も
却
で
利
を
得
る
こ
と
少
し
。
散
に

今
回
世
に
は
米
債
太
賎
し
け
れ
ば
四
民
皆
困
窮
す
る
こ
主
古
代
よ
り
甚
L
』

と
い
へ
る
は
、
卸
ち
第
二
弐
的
影
響
を
説
け
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
米
債
の
し
向
き
は
必
宇
し
も
商
工
階
級
に
不
利
と
な
ら
ざ
る
も
、

米
債
の
低
き
と
と
は
ム
ー
農
階
級
購
買
力
波
小
の
結
果
、
商
工
階
級
に
封
し
で
も
不
利
な
る
影
響
を
血
(
ふ
る
も
の
で
あ
る
c

従
っ
て
商

エ
階
級
は
必
や
し
も
米
僚
が
相
蛍
の
債
位
を
維
持
す
る
と
と
を
担
む
者
で
は
な
〈
、
米
僚
が
相
首
の
程
度
に
調
節
さ
る
L
こ
と
が
必

U8-122頁
II9頁

向上
向上
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要
た
り
と
の
見
解
も
生
じ
得
る
わ
け
で
あ
る
。

と
れ
営
時
に
於
て
常
卒
倉
の
必
要
を
設
け
る
も
の
あ
る
所
以
で
あ
る
c

例
へ
ぽ
大
月

履
粛
は
「
燕
居
随
筆
」
に
於
て

『
翠
賢
仕
置
に
常
平
法
と
一
五
ふ
こ
主
あ
り
、
是
は
米
穀
白
卒
均
白
斑
段
也
。
(
中
略
)
警
へ
ば
一
石
に
付
六
十
目
な
れ
ば
闘
中
白
篤
宜

L
o
上
下
押
な
べ

て
平
均
と
定
て
、
期
年
に
は
米
段
々
下
る
時
は
、
公
儀
よ
り
所
の
米
を
段
々
買
込
故
次
第
に
主
る
。
六
十
目
に
な
る
宝
で
買
込
む
。
又
凶
年
に
亡
米
少

〈
段
々
上
る
時
は
、
此
米
を
出
し
で
段
々
に
貰
出
す
故
、
あ
っ
ち
へ
の
庇
段
に
下
る
。
一
分
/
¥
を
き
ざ
み
て
班
段
公
儀
の
心
偉
な
り
。
差
常
り
公
儀

の
損
の
様
に
見
ゆ
れ

E
易
き
米
を
買
込
、
高
き
時
分
賀
出
す
故
、
隻
方
の
も
め
合
に
で
担
は
ゆ
か
ぬ
こ
と
也
日

ム
」
市
川
じ
、
貝
原
谷
幹
の
「
君
子
訓
」
も
常
平
倉
を
以
て
「
良
法
』
友
り
と
い
ひ
、
春
中
最
も
常
平
倉
の
設
世
に
よ
っ
て
(
ご
江
戸
に
無
用
の

斗と
~ .. 

!;:a~ 
~j~ 

江
戸

F

什
米
減
少
す
れ
ば
償
資
ぐ
た
り
、
江
戸
米
償
責
ぐ
放
れ
ぽ
海
内
の
米
偵
山
品
川
賞
く
た
ノ
サ
ο

二
二
米
慣
高
く
な
れ
ば

人
々
米
殺
を
傘
草
す
る
に
王
る
。
(
一
一
一
)
会
践
の
貯
殿
米
を
以
て
凶
作
の
と
き
の
限
佃
別
に
充
て
符
ベ
く
ー
十
叩
刊
閣
の
米
債
の
高
低

K
舷

じ
て
或
は
之
を
買
出
し
或
は
市
場
よ
り
質
入
れ
て
貯
蔵
し
、
太
貴
太
賎
の
こ
と
な
ぐ
四
氏
害
を
受
け
宇
。
(
四
)
穀
を
江
戸
に
輪
ば
ざ

れ
ば
岡
家
に
滑
運
の
費
注
し
と
の
四
銭
を
皐
げ
て
ゐ
る
。

向
米
債
の
法
定
は
享
保
二
十
年
に
貧
現
さ
れ
た
庭
で
あ
る
が
、
と
の
時
の
令
に
も
『
米
直
段
弐
第
下
直
罷
成
、
武
家
弁
百
姓
難
儀
之

事
に
て
町
人
諸
職
人
等
に
至
迄
、
商
ひ
薄
く
、
か
せ
ぎ
事
も
無
之
世
間
一
統
の
困
窮
に
ゐ
よ
ぴ
候
闇
』
云
々
と
あ
っ
て
、
そ
の
日
的

と
す
る
廃
が
極
め
て
明
か
で
あ
る
。

四

都
市
農
村
に
闘
す
る
諸
論

封
建
制
度
の
確
立
、
貨
幣
経
済
の
進
展
、
町
人
階
級
の
勃
興
等
は
、
都
市
の
護
展
と
互
に
因
と
な
り
果
と
た
っ
て
、
都
市
に
闘
す

近
世
中
期
の
経
済
思
想

八

C
五

五

第
六
貌

第
四
十
九
巻
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近
世
中
期
の
経
済
思
想

第
四
十
九
巻

ーノ、

八

O
六

第
六
貌

る
種
々
た
る
問
題
を
生
ビ
、
朗
宇
者
論
議
の
一
針
象
と
た
っ
た
。

(
イ
)
都
市
の
膨
脹

営
時
は
参
親
交
代
制
度
が
巌
に
勘
行
せ
ら
れ
て
、
大
名
は
江
戸
に
落
邸
を
持
ち
隔
年
に
入
京
し
て
多
く
の

従
者
が
滞
留
し
た
。

そ
の
領
地
に
於
て
も
武
士
は
城
下
に
集
っ
て
生
活
し
共
他
種
々
の
原
因
か
ら
都
市
の
殻
建
と
友
り
、

殊
に
一
孔

『
江
戸
の
繁
昌
、

戸
大
阪
等
の
大
都
市
の
膨
脹
甚
し
き
も
の
が
あ
っ
た
。
さ
れ
ば
宝
鳩
山
呆
は
日
本
陀
て
は
古
今
に
無
之
一
事
陀
御
座

色
と
い
っ
て
ゐ
る
。
相
僚
は
『
百
千
高
般
の
患
は
古
城
下
に
人
の
零
り
す
ぎ
た
る
所
に
院
す
舎
も
の
左
り
と
し
、
都
市
の
膨
脹

が
時
弊
の
根
本
原
閃
な
り
と
し
ご
ゐ
る
。
聞
し
て
之
を
制
す
る
た
め
に
は
光
づ
都
師
の
境
佐
明
か
に
す
る
必
決
め
る
と
止
を
就
い

?と。
『
一
瓦
来
外
郭
と
で
堀
を
掘
、
相
暗
を
築
こ
と
武
備
の
一
也
。
夫
程
に
な
〈
と
も
木
戸
を
附
て
境
と
す
べ
き
こ
と
也
。
一
万
品
市
此
裁
不
立
ゆ
へ
、
何
方
迄
が
江

戸
白
内
に
て
是
よ
り
問
舎
と
一
五
騒
限
な
〈
、
民
の
必
催
に
家
を
建
観
る
ゆ
へ
、
江
戸
白
庚
さ
年
々
に
弘
吉

η
ゆ
き
、
誰
許
す
と
も
な
〈
、
奉
行
御
役
人

に
も
一
人
と
し
て
心
付
人
も
な
〈
、
い
つ
の
間
に
か
北
は
千
佳
南
は
品
川
吉
で
家
綬
に
成
た
る
也
。
是
亦
古
法
を
不
知
謀
町
崎
町
』

更
に
戸
籍
の
法
を
た
て
L
移
住
を
禁
じ
、
旋
人
道
中
の
切
手
を
強
行
し
て
旋
行
を
不
自
由
に
し
、
既
に
都
市
に
衆
り
来
一
れ
る
4

刊
に

針
し
て
は
人
返
し
を
行
ふ
ぺ
き
こ
と
を
説
い
て
ゐ
る
。
邸
ち

『
古
は
地
を
茸
て
民
を
置
と
云
こ
と
有
り
。
六
十
儀
州
悉
〈
一
鴎
々
々
の
人
別
を
見
て
、
さ
で
も
城
下
白
人
と
開
凡
州
白
人
と
の
穂
人
数
を
考
へ
、
開

八
州
よ
り
出
る
米
穀
に
て
御
按
下
並
に
闘
八
州
の
人
の
一
年
の
食
事
の
足
る
積
を
準
合
に
し
て
御
城
下
の
人
数
を
定
む
べ
し
。
諸
岡
よ
り
来
た
る
底
人

並
に
諸
大
名
の
U

弦
楽
は
外
な
る
べ

L
o
是
は
荷
図
よ
可
t
m
る
米
を
食
す
る
積
に
ナ
ベ

L
。
常
時
御
城
下
に
居
者
多
〈
諸
閣
の
者
な
れ
ば
、
右
の
限
を
以

御
城
下
の
人
数
を
限
、
其
の
外
は
悉
〈
諸
岡
へ
返
す
へ

L
。
返
す
仕
方
は
其
地
頭
々
々
に
申
付
て
人
選
し
さ
す
べ
き
也
〕

室
鳩
巣
も
亦
江
戸
の
人
口
集
中
を
漣
け
る
方
法
と
し
て
、
非
峨
の
旗
本
を
郊
外
に
在
住
せ
し
む
ぺ
き
と
と
を
述
ぺ
て
ゐ
る
。
郎
ち

『
寄
合
組
小
普
請
其
外
無
盆
の
者
共
は
、
江
戸
週
五
里
一
一
一
旦
外
、
八
王
子
、
葛
西
、
戸
塚
、
板
橋
建
に
百
人
二
百
人
程
宛
住
居
候
様
に
罷
成
候
は
ど
、

156頁献可録、日本経済叢書巻三
太平策、同上 554頁
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末
々
商
人
の
類
も
其
に
付
て
集
り
可
申
候
問
、
御
城
下
自
然
と
人
少
に
罷
成
可
申
候
。
第
一
詩
士
勝
手
の
怨
に
も
宜
政
江
戸
の
風
俗
も
改
、

の
沙
汰
も
静
ワ
可
申
と
泰
存
候
』

又
は
火
事

(
ロ
)
農
民
の
向
都
及
樽
業

都
市
の
後
建
は
武
士
の
江
戸
及
峨
下
住
ひ
や
町
人
の
来
住
ば
か
り
で
な
く
、
農
民
が
そ
の
耕
地
を

離
れ
て
都
市
生
活
を
な
す
に
よ
る
こ
と
が
少
〈
な
か
っ
た
。
例
へ
ば
狙
抽
怖
が

『
総
で
百
姓
白
容
盛
成
よ
り
、
農
業
を
厭
ひ
商
人
と
成
こ
左
近
来
盛
に
て
同
舎
殊
の
外
実
徴
す
』

『
農
民
も
出
替
り
の
奉
公
人
に
来
り
て
、
在
に
留
り
で
日
雇
を
夜
、
ぽ
て
い
を
ふ
り
、
直
に
御
城
下
の
民
と
な
る
者
日
を
蓮
ひ
年
を
迫
て
捗

L
〈
、
今

己
に
粛
さ
五
里
に
僚
り
尾
家
の
凋
骨
折
い
ふ
ば
か
り
な

L
』

『
常
時
諸
国
の
民
の
耕
作
を
按
ひ
、
米
の
食
を
悦
び
、
百
姓
を
棄
て
尚
人
に
成
政
、
衰
微

L
売
る
村
々
多
き
こ
と
度
々
承
る
こ
と
也
』

と
い
へ
る
如
き
.
有
の
事
怖
を
説
け
る
も
の
で
る

u
・
宮
町
民
民
の
商
官
に
授
や
る
こ
と
は
附
政
の
上
に
は
市
よ
り
大
に
鰍
ふ

z
h
L
K
C

大
切
の
こ
と
也
』
と
し
、
前
述
の
人
返
の
訟
た
ど
に
よ
っ
て
‘
農
民
を
土
着
せ
し
め
、
農
を
奨
励
す
ぺ
き
こ
と
を
説
在
、
農
民
の
持

業
を
禁
じ
『
同
舎
は
農
業
、
御
城
下
は
工
商
の
業
を
勤
め
ね
者
の
無
き
や
う
に
す
る
こ
と
是
第
一
也
』
と
断
じ
て
ゐ
る
。
春
墓
も
亦

論
じ
て
悶
〈

『
農
民
漸
々
に
時
間
少
す
れ
ば
米
穀
乏
し
〈
な
る
。
工
商
多
〈
な
れ
ば
続
々
の
貨
物
出
生
し
凶
方
よ

H
衆
主
る
放
に
、
人
の
者
修
の
心
を
引
起
し
、
金
制
酬

を
重
費
す
る
風
俗
に
成
て
図
用
漸
々
に
置
〈
な
り
、
上
下
貧
之
の
端
と
な
る
、
図
家
の
大
な
る
害
な
り
。
是
に
国
て
雫
人
の
政
に
は
天
下
の
芦
籍
を
正

〈
L
て
、
四
民
の
家
数
人
別
を
度
々
改
め
て
、
農
民
よ
り
妄
り
に
他
の
業
に
遜
る
こ
と
を
禁
す
る
な
り
回
云
々
と
。

(
ハ
)
農
本
商
末
論

首
時
は
商
人
柴
え
て
士
農
共
に
困
窮
し
、
都
市
膨
脹
七
て
農
村
の
疲
弊
ぜ
る
と
と
一
般
の
欣
態
で
る
っ
た

が
、
之
を
医
救
す
る
た
め
に
、
曲
読
本
商
末
の
思
想
が
、
前
期
よ
り
も
一
居
巌
し
〈
問
へ
ら
る
h

に
至
っ
た
。
狙
徐
は
日
く

『
本
を
重
ピ
末
を
押
る
と
云
こ
と
是
古
翠
人
の
法
也
。
木
と
は
農
也
、
末
と
は
工
商
也
』

近
世
中
期
目
紐
済
思
想

第
四
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近
世
中
期
の
経
済
思
想

第
四
十
九
血
管

第
穴
披

丹、

八

O
八

『
武
家
と
百
姓
と
は
岡
地
よ
り
外
の
渡
世
は
無
で
常
伎
の
者
な
れ
ば
、
只
武
家
と
百
姓
の
常
住
に
宜
し
き
様
に
す
る
を
治
の
根
本
と
す
べ

L
。
商
人
は

不
定
な
る
波
世
を
す
る
者
故
、
善
悪
右
に
云
が
如
し
。
然
れ
ば
商
人
の
積
る
斗
こ
と
を
ば
#
て
構
間
敷
也
。
是
又
治
道
の
大
割
の
心
得
也
k
可
知
』

と
い
ひ
、
『
最
初
に
町
人
百
姓
と
武
家
と
の
差
別
を
吃
と
可
立
事
也
』
と
説
い
て
ゐ
る
。
春
事
も
亦

『
民
の
業
に
本
末
と
一
五
ふ
こ
と
あ
り
、
農
を
本
業
と
い
ひ
、
工
商
業
を
末
業
と
い
ふ
。
四
民
は
閣
の
費
に
て
一
つ
も
献
け
で
は
閣
と
云
は
ず
。
品
開
れ
ど

も
農
民
少
け
れ
ば
、
凶
の
衣
食
之
〈
な
る
故
に
、
先
王
白
治
に
は
殊
に
農
を
重
ん
ぜ
ら
る
』

2
設
雪
、
農
本
商
末
の
思
想
を
明
か
に
し
て
ゐ
る
が
、
初
伯
怖
が
前
泌
の
如
く
門
商
人
の
決
る
L
と
と
を
は
嘗
て
構
問
敷
也
』
と
い
へ
る

如
き
は
町
人
抑
座
論
の
現
は
れ
と
し
て
注
意
寸
ぺ
き
黙
で
あ
ら
う
。
然
し
町
人
抑
摩
論
は
左
程
有
力
で
は
友
〈
、
農
本
商
木

A
は
い

へ
、
商
人
存
在
の
必
要
を
認
め
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
た
ピ
役
人
と
結
托
ナ
る
不
正
の
商
人
や
、
調
占
に
よ
っ
て
宜
利
を
網
す

る
商
人
、
或
は
叉
好
策
を
弄
す
る
両
替
屋
た
左
が
排
撃
の
目
標
と
さ
れ
て
ゐ
た
如
く
で
、
町
人
階
級
を
全
然
無
用
腕
ナ
る
程
の
も
の

で
は
た
か
っ
た
左
考
へ
ら
れ
る
c

E 

武
家
窮
乏
封
策

営
碍
既
に
諸
侯
怯
財
政
の
窮
乏
に
悩
み
宇
知
の
法
を
行
ひ
、
宮
商
よ
り
借
財
を
な
し
、
武
士
も
亦
そ
の
生
活
窮
乏
に
陥
れ
る
有
様

で
あ
っ
た
。
春
墓
の
「
経
済
録
」
に
は
こ
の
間
の
事
情
を
詳
述
し
て
ゐ
る
。
か
主
る
武
家
階
級
を
救
済
す
る
た
め
に
は
、
米
債
の
卒
準

を
計
る
べ
し
と
し
、
或
は
叉
銭
を
多
く
鋳
造
寸
べ
し
と
の
設
の
る
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
所
で
あ
る
が
、
同
一
趣
旨
よ
り
し
て
消
極

的
に
は
武
士
土
着
論
、
積
極
的
に
は
専
買
論
が
設
か
れ
て
ゐ
る
。
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(4)武
士
士
斎
論

前
期
に
蕃
山
は
農
兵
制
度
の
土
日
に
腕
る
ぺ
き
こ
と
を
設
い
た
が
、

そ
の
誌
は
狙
伯
仲
に
よ
っ

τ護
展
し
・

春
蚕
に
よ
っ
て
方
向
斡
換
せ
る
如
き
感
が
あ
る
。
相
株
は
武
士
が
知
行
所
に
居
住
せ
や
城
下
位
居
を
・
た
す
と
と
印
ち
所
謂
旋
宿
の
境

界
に
在
る
こ
と
が
、
時
弊
の
根
本
原
因
な
り
と
し
て
ゐ
る
。
従
っ
て
之
を
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
邸
ち
先
づ
『
公
儀
御
身
上
の
事

は
放
出
伯
の
仕
掛
を
改
め
や
し
て
は
塑
な
る
こ
と
無
之
こ
と
也
』
と
し
.
『
旋
街
の
仕
掛
を
止
る
と
云
は
御
民
上
を
止
る
事
也
』
。
御
買
上

を
止
る
仕
方
は
如
何
と
い
ふ
に
、
諸
侯
よ
り
そ
の
土
宜
忙
従
ひ
て
貢
物
を
奉
ら
し
め
、
又
名
山
大
川
を
始
め
『
材
木
の
出
る
山
、
金

魚
堕
の
出
る
地
』
は
之
を
諸
侯
に
封
ぜ
や
区
銀
地
と
し
、
『
一
一
切
の
諸
色
は
諸
峨
人
に
御
扶
持
を
被
下
、
何

に
で
も
共
口
聞
を
共
者
へ
御
波
有
て
縦
ら
せ
作
ら
す
べ
し
』
と
い
っ
て
ゐ
る
。
次
に

銀
銅
銭
鉛
等
の
出
る
山
、

認
耐
火
名
山
身
の
上
円
以
広
凡

M
揃
也
(
中
時
)
人
ザ
は
諸
え
名
の
附
窮
車
叫
仰
に
成
止
れ
ば
、
身
上
配
間
川
刊
で
永
々
渉
制
定
代
的
成
品
叫
慨
に
寸
'
る
ご
と
先
慌
時
的

良
策
な
る
べ

l
。
其
仕
方
は
是
も
公
儀
』
同
断
に
て
、
北
(
闘
」
り
出
る
物
を
耐
に
取
川
一
丸
金
に
で
物
を
割
(
む
担
方
士
官
ベ

1
0
ι
都
中
の
武
」
」
を
ば
品
自
知

行
所
に
割
英
て
、
商
々
の
知
行
所
に
居
住
し
城
下
へ
勤
番
を
ず
る
様
に
L
』

旗
本
武
士
に
つ
い
て
も
亦
同
様
の
方
法
を
と
る
べ
き
事
堂
説
い
て
ゐ
る
。

か
ぐ
て
士
農
共
に
土
着
主
義
を
取
る
べ
く

『
武
家
知
行
所
に
居
住
す
る
時
は
、
家
居
に
は
所
の
木
を
切
っ
て
作
り
、
米
は
年
賀
米
を
用
ひ
、
味
噌
豆
も
虎
に
生
す
る
。
衣
服
は
織
っ
て
潜
る
。
衣

食
住
に
物
入
る
こ
と
無
〈
、
下
々
の
切
米
も
米
に
て
取
ら
せ
、
又
犬
小
衣
服
を
許
す
時
は
、
分
限
成
る
百
姓
は
皆
家
来
と
成
目
、
人
返
し
を
十
る
時
は

奉
公
人
他
へ
住
む
こ
と
成
ら
ぬ
故
、
品
同
地
頭
の
家
来
と
成
り
帯
代
と
成
る
。
さ
れ
は
米
を
貰
て
金
に
す
る
こ
と
は
入
ち
ぬ
こ
と
也
』

而
し
て
毎
年
の
年
貢
米
四
分
一
は
決
し
で
買
掛
は
歩
、
備
荒
貯
蓄
に
充
て
若
く
は
軍
用
に
供
す
る
こ
と
と
し

『
向
其
の
外
に
も
米
を
妄
H
に
不
賀
、
武
家
に
し
め
置
く
時
直
、
商
人
も
金
を
米
に
せ
ず
し
て
な
ら
ぬ
故
、
商
人
叫
却
の
外
に
迷
惑
し
て
諸
色
の
直
段
は
心

の
鐙
に
下
る
ベ
し
。
是
は
主
容
の
勢
と
一
百
ふ
者
也
。
常
時
は
抜
宿
の
境
界
な
る
故
、
金
無
で
は
な
ら
ぬ
故
、
米
を
う
り
て
金
に
し
て
商
人
よ
P
物
を
買

ひ
て
日
キ
を
法
る
と
と
な
れ
ば
、
商
人
主
と
成
っ
て
武
家
は
存
也
。
故
に
諸
色
の
直
段
武
家
の
心
億
に
な
ら
ぬ
こ
と
也
。
武
家
皆
知
行
所
に
住
ナ
畠
時
は

近
世
中
期
の
経
済
思
想

第
四
十
九
巻

第
六
披

九

八

O
九
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近
世
中
期
の
経
済
思
想

第
四
十
九
巻

第
六
抗

i¥ 

O 

O 

不
賓
米
に
事
す
む
故
、
商
人
米
を
欲
し
が
る
こ
と
な
れ
ば
武
家
主
と
な
り
て
商
人
容
也
。
き
れ
ば
諸
色
の
直
段
は
武
家
の
心
依
に
成
る
事
也
。
走
れ
品
目

古
車
人
の
庚
大
甚
深
な
る
智
慧
よ
り
出
た
る
万
古
不
易
の
捉
也
』

か
く
て
組
依
は
自
給
自
足
粧
品
何
の
古
に
復
す
べ
き
こ
と
を
就
い
た
の
で
あ
る
が
、
貨
幣
経
済
が
進
展
し
都
市
が
護
達
し
た
営
時
に

於
で
か
く
の
如
き
こ
と
は
来
し
て
可
能
で
あ
っ
た
ら
う
か
。
春
蚕
も
亦

『
営
代
は
天
下
の
人
東
都
に
輯
較
し
詩
侯
貴
人
よ
り
庶
民
に
至
る
迄
放
容
に
て
居
住
す
る
故
に
、
高
事
を
金
銀
に
行
ふ
こ
と
風
俗
に
な
り
て
迭
問
問
迄
も

同
明
也
。
日
正
よ
り
米
穀
在
日
同
め
で
金
銀
を
貴
ぶ
こ
と
古
代
よ
り
も
接
し

G

太
平
の
世
に
生
れ
て
民
は
食
を
は
て
夫
と
す
と
い
ふ
と
と
を
人
知
ら
さ
】
心

也
M

と
い
ひ
、
或
は

『
先
海
内
白
人
民
を
悉
〈
土
に
着
け
さ
れ
ば
、
豆
諸
を
立
つ
へ
き
様
な
し
、
是
闘
を
治
む
る
一
大
策
な

L

と
設
い
て
師
の
訟
を
租
述
し
て
ゐ
る
如
く
で
あ
る
が
、
此
鮪
に
は
率
ろ
力
を
別
ゐ
守
、
却
て
財
用
の
様
を
上
に
牧
む
べ
し
と
す
る
貼

に
重
臨
を
置
い
て
ゐ
る
如
〈
忠
は
れ
る
。

(
ロ
)
専
資
論

春
華
は
営
面
の
財
政
難
を
救
済
す
る
方
法
と
し
て
は
、
消
極
的
復
古
的
に
武
士
を
土
着
せ
し
め
て
自
然
経
済
に

蹄
る
よ
り
も
、
寧
a
ろ
積
極
的
に
町
人
化
の
立
揚
に
立
ち
て
一
尋
買
の
法
に
よ
っ
て
金
銀
を
手
に
入
れ
る
こ
と
を
念
務
と
し
て
ゐ
る
。
邸

ち
先
づ
専
寅
政
策
を
採
用
し
て
図
を
官
ま
し
つ
L
あ
る
各
藩
の
例
を
奉
げ
、
何
れ
の
固
と
い
〈
ど
も
土
産
た
き
は
た
く
、
之
を
従
来

の
問
屋
仲
良
の
系
統
に
よ
ら
や
、
薄
管
専
賓
の
方
法
に
よ
っ
て
多
く
の
利
盆
を
牧
む
べ
き
で
あ
る
と
し
て
ゐ
る
。
郎
ち
同
〈

『
金
銀
を
手
に
入
晶
、
A

術
は
貰
買
よ
り
近
き
こ
と
な
し
。
常
代
に
も
青
よ
り
買
買
に
て
闘
用
を
足

L
職
金
に
代
ふ
る
岡
あ
り
。
封
馬
侯
は
小
闘
を
領

L

て
僅
F
に
二
万
品
開
石
の
様
な
る
が
、
朝
鮮
人
参
そ
の
他
諸
々
の
貨
物
を
茜
た
脱

L
〈
質
入
れ
、
一
因
に
て
占
め
て
甚
た
貴
く
貰
出
ナ
故
に
、
二
十
万
石

の
諸
侯
に
比
し
て
猶
像
裕
あ
り
、
松
前
君
は
松
前
を
領
し
て
七
千
石
の
蘇
な
る
が
、
困
の
土
産
と
蝦
夷
の
貨
物
を
占
め
て
賞
〈
貰
る
敢
に
五
万
石
の
諾

107頁経済録、向上巻六

向上 252頁
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健
も
及
ば
さ
る
程
の
官
同
な
り
。
石
州
の
常
利
野
侯
は
凹
万
石
の
旅
な
る
が
板
祇
を
製
出
し
て
之
を
占
め
て
蔓
る
故
に
、
十
万
石
像
の
官
を
な
す
主
一
吉
へ

り
。
薩
摩
は
本
よ
り
大
凶
な
れ

E
も
琉
球
の
貨
物
を
占
め
て
貰
り
出
す
故
に
そ
の
宮
海
内
に
勝
れ
り
。
中
撃
の
貨
物
も
琉
球
に
停
へ
て
薩
摩
に
古
m
p
、

陸
醗
よ
り
此
方
の
誇
凶
に
流
布
す
る
事
多
し
。
動
馬
・
薩
摩
"
松
前
は
皆
外
凶
の
貨
物
を
・
占
め
て
一
幽
よ
り
賀
り
出
せ
ば
他
の
誇
俣
の
比
類
す
る
所
に
非

ず
。
浄
和
野
e

演
閏
の
如
き
は
そ
の
土
地
の
産
物
を
占
め
で
各
一
閤
よ
り
買
出
し
て
凶
用
型
簡
な
り
。
新
宵
侯
は
紀
伊
の
上
部
に
て
コ
一
万
石
の
禄
な

る
が
、
熊
野
の
山
海
物
品
開
を
占
め
で
質
問
し
て
官
十
万
石
に
比
す
と
い
ふ
。
此
等
の
経
済
に
倣
っ
て
計
策
を
用
ひ
ば
大
小
諸
俣
の
闘
に
何
と
一
石
p
h
f

事
な

ぐ
土
産
な
き
は
非
ず
、
土
産
の
問
つ
る
に
多
き
あ
り
寡
き
あ

P
、
土
産
少
き
所
は
其
の
民
を
教
導
L
督
責

L
で
士
地
の
宜
に
従
ひ
て
百
穀
の
外
、
木
に

で
も
草
に
で
も
用
に
立
つ
へ
き
も
の
を
植
え
て
土
物
白
多
〈
四
つ
る
様
に
す
べ

L
o
又
闘
民
に
宜
し
き
細
工
を
敬
え
で
農
業
の
隙
に
何
に
で
も
人
聞
の

用
に
立
つ
へ
き
も
の
を
作
り
出
さ
し
め
て
、
他
闘
と
交
易
し
て
闘
用
を
足
す
ベ

L
、
是
れ
宮
を
嫡
す
術
也
』

ル
)
。
突
に
班
十
伐
の
産
物
販
資
方
法
と
事
費
方
法
と
を
比
較
し
て
、
一
与
衰
の
利
多
き
と
と
を
説
い
て
ゐ
る
。
v

山
ち

司
然
れ
は
A
T
の
料
消
に
は
MM
主
よ
り
金
を
出
L
亡
、
川
内
内
産
物
、
諸
白
貨
物
を
悉
〈
買
収
り
で
、
ミ
内
所
に
て
淀
川
山
も
の
あ
ら
は
謙
る
べ
し
。
然
ら
ず

ば
叫
に
の
せ
同
に
駄
し
で
、
む
同
京
大
阪
に
迎
び
て
賀
べ

L
O
凡
献
酬
の
土
産
は
其
民
新
持
し
て
他
所
に
絞
る
に
多
中
一
円
旋
費
あ
り
、
加
に
は
加
担
あ

イ

ヘ

ス

ア

イ

り
、
馬
に
は
駄
費
あ
り
、
他
所
に
往
き
で
そ
の
貨
物
を
賓
る
に
行
山
本
あ
り
牙
伶
あ
り
、
行
家
に
止
宿
す
る
に
飯
銭
を
出
す
、
買
人
に
賀
渡
ナ
に
及
び
て

セ
ワ
ヤ
キ
チ
J

行
家
に
貫
銭
あ
り
、
牙
倫
に
勢
銭
あ
り
、
行
米
の
紳
に
同
町
銭
あ
り
、
賀
買
詑
り
て
行
家
に
謝
す
る
泊
銭
あ
り
、
此
の
如
〈
諸
般
の
費
用
あ
り
、
貨
物

の
直
金
の
中
に
て
此
の
諸
の
費
用
を
除
き
て
、
其
儀
す
な
は
ち
賞
、
主
の
所
得
な
れ
ば
そ
の
利
多
か
ら
ず
、
又
他
凶
の
向
人
来
り
て
諸
所
の
土
産
を
買
集

め
て
他
所
の
行
家
に
就
て
販
る
こ
主
あ

m
、
共
の
尚
人
往
来
に
多
少
の
路
費
あ
り
、
貨
物
の
出
つ
る
所
に
数
日
止
宿
す
れ
ば
飯
銭
を
費
ナ
。
此
竿
の
費

用
を
除
き
て
そ
の
貨
物
を
買
取
り
で
船
賃
駄
貨
を
費
し
て
そ
の
貨
物
を
他
所
に
青
往
て
賢
人
に
賀
渡
し
で
随
分
の
利
を
と
ら
ん
と
す
る
故
に
、
本
に
て

其
の
貨
物
を
買
取
る
と
き
必
股
〈
買
ふ
。
本
の
貸
主
放
行
せ
ぎ
る
敢
に
努
も
費
も
な
け
れ
共
、
本
債
を
賎
し
〈
買
る
故
に
是
れ
又
利
多
か
ら
ず
。
今
若

し
そ
の
図
主
よ
り
金
を
出
し
て
そ
の
閣
の
土
産
貨
物
を
悉
〈
買
取
ら
ん
に
民
に
座
ら
他
所
の
商
人
に
貰
る
と
、
他
所
に
放
行
し
て
行
家
に
就
き
て
賀
る

と
雨
様
の
債
を
勘
耕
し
て
、
そ
の
償
よ
り
少
し
貴
〈
買
取
る
も
、
多
〈
の
貨
物
を
一
所
に
集
め
て
江
戸
大
阪
の
如
き
都
舎
に
会
り
て
府
庫
に
燕
し
置
曹

て
、
時
債
の
貴
き
時
に
賀
り
出
さ
は
園
民
の
私
に
貰
る
よ
り
も
そ
の
利
多
か
る
べ
し
。
図
民
は
波
行
白
崎
町
も
な
〈
、
前
に
一
耳
へ
る
所
の
諸
般
の
費
も
な

ぐ
で
商
人
に
貰
る
よ
り
利
多
き
を
専
・
山
ベ
け
れ
ば
、
有
る
程
の
貨
物
を
隠
さ
ず
し
て
番
〈
出
ナ
ベ

L
』

然
し
乙
れ
等
の
方
法
も
勿
論
一
時
的
の
権
遣
で
あ
る
。

と
れ
『
市
首
の
利
を
求
む
る
は
岡
家
を
治
む
る
上
策
に
は
る
ら
ね
ど
も
、
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近
世
中
期
白
経
済
思
想

営
時
の
急
を
救
ふ
一
術
友
り
』
と
い
へ
る
所
以
で
あ
る
。
然
し
『
園
民
の
私
に
寅
る
よ
り
も
債
を
賎
〈
買
は
ん
と
せ
ば
、
民
悦
ば
十

し
て
貨
物
を
匿
し
潜
に
私
粛
す
べ
い
』
と
い
ひ
、
そ
の
仕
法
宜
し
き
を
得
ざ
る
可
ら
ざ
る
と
と
を
論
ぜ
る
如
き
は
注
意
す
ぺ
き
で
る

第
四
十
九
巻

ノ1

第
六
披

る。
前
期
に
於
て
蕃
山
が
専
官
民
反
針
論
を
唱
へ
た
と
と
は
既
忙
述
べ
た
庭
で
る
る
が
、
本
期
に
於
て
も
針
馬
の
陶
山
鈍
翁
は
針
馬
が
朝

鮮
貿
易
の
猟
占
比
よ
り
て
利
徐
t
f
川
町
て
の
お
と
と
そ
認
め
松
が
ら
‘
4
J
~

を
「
筏
州
の
河
川
中
敷
仕
引
戸
な
ゆ
と
し
た
。
荒

L
r
H閣
の
礎
物

に
擁
ら
や
、
他
聞
即
ち
朝
鮮
の
産
物
、
殊
に
米
の
輪
入
が
行
は
れ
た
i
A

め
、
針
日
同
が
朝
鮮
と
の
貿
易
K
依
存
す
る
と
占
は
、

一
朝
事

あ
る
と
き
に
危
険
な
り
と
考
へ
た
に
よ
る
も
の
で
る
る
が
、

と
の
考
は
内
地
各
藩
相
互
の
聞
に
於
て
も
、
他
藩
の
産
物
を
買
集
め
る

揚
ム
口
に
は
同
様
の
こ
と
が
考
へ
ら
る
ミ
で
あ
ら
う
。
た

r
自
園
の
産
物
を
そ
の
藩
に
於
て
専
賀
す
る
揚
合
は
、
以
上
の
理
由
に
て
は

事
責
の
非
主
断
や
る
こ
と
は
出
来
友
い
。

-‘-

，、
蘭

皐

及

心

皐

本
期
に
於
て
は
従
来
の
儒
墜
の
外
に
思
想
史
上
注
意
す
べ
き
二
の
新
し
き
系
統
の
撃
聞
が
奥
っ
た
。
蘭
墜
と
心
感
と
が
と
れ
で
る

る。
(4)蘭
墜

寛
永
の
鎖
岡
以
後
蘭
蓄
の
開
請
は
桜
町
、
せ
ら
れ
た
が
中
期
以
後
西
洋
事
情
の
研
究
が
行
は
れ
、

疋
徳
年
中
新
井
白
石

は
蘭
人
に
つ
き
各
閣
の
事
情
を
聞
き
「
采
質
具
言
」
や
「
西
洋
紀
開
」
を
苓
は
し
た
。
八
代
将
軍
吉
宗
は
蘭
書
閲
諒
の
禁
を
解
き
、
宗

教
書
以
外
の
洋
書
を
讃
む
と
と
を
許
し
、
青
木
昆
陽
、
野
呂
元
丈
(
署
)
等
に
蘭
書
の
講
究
を
命
じ
、
昆
陽
等
は
毎
年
江
戸
に
参
府
す

382頁

同上 295頁
同上 294頁
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る
甲
比
丹
に
つ
き
蘭
語
を
壌
ぴ
叉
長
崎
に
赴
い
て
諸
島
?
を
修
め
、

そ
の
結
果
日
出
陽
は
「
和
蘭
諸
課
」
「
和
蘭
文
字
略
考
」
を
著
は
し
、

一
花
支
は
「
和
蘭
本
草
和
解
」
を
漣
作
し
た
。
之
れ
よ
り
以
後
蘭
事
は
，
次
第
に
愛
達
し
、
語
息
?
と
し
て
の
蘭
自
慢
が
研
究
さ
れ
た
ば
か
り
で

な
〈
、
荷
謡
を
通
と
て
化
準
・
醤
墜
・
暦
壊
・
一
大
丈
四
国
苧
・
兵
皐
共
他
の
諸
科
壌
が
我
園
に
傍
へ
ら
れ
、
且
蘭
忠
一
-
者
の
経
済
思
想
と
し
て
特

に
注
意
す
ベ
き
も
の
が
次
の
時
代
に
於
て
あ
ら
は
る
L
に
至
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
友
ら
ぬ
。

(
ロ
)
心
事

一
花
捺
以
後
貨
幣
経
済
の
時
代
と
友
っ
て
、

町
人
の
経
済
的
寅
力
は
士
農
雨
階
級
を
歴
し
た
。
町
人
の
物
質
的
勃
興

と
共
に
知
的
欲
求
も
戎
第
に
起
っ
て
来
た
。

心
皐
な
る
詩
は
陽
明
翠
汲
や

と
の
要
求
に
合
し
た
も
の
が
即
ち
有
門
心
事
で
必
る
。

米
子
曲
学
汲
の
異
名
の
知
〈
に
も
用
ゐ
ら
れ
る
が
、
認
に
所
謂
心
壌
は
享
保
十
四
年
に
石
悶
梅
山
歳
児
依
て
唱
道
さ
れ
た
も
の
で
、
所
謂

心
明
治
請
を
指
す
。
之
は
従
鳴
の
山
山
小
間
ー
が
十
人
市
中
)
油
じ
セ
は
に
訴
へ
た
の
に
到
し
て
、
静
府
を
設
け
て
数
設
中
ヰ
に
体
へ
た
も
の
叫
に

め
り
、
ま
た
一
柳
儒
仰
の
何
れ
に
も
偏
せ
示
、
管
際
問
題
K
劃
し
て
卑
近
で
は
あ
る
が
油
切
な
る
解
離
を
加
へ
て
、
商
業
の
必
要
を
説

き
、
且
百
利
活
動
を

E
し
き
も
の
と
し
て
是
認
し
売
。
梅
山
肢
が
最
初
の
講
席
を
開
い
た
の
は
間
十
五
歳
(
享
保
十
四
年
)
の
と
き
で
、
京

都
車
屋
町
御
池
上
る
東
側
に
講
席
を
設
け
『
何
月
何
日
開
議
、
席
銭
入
不
申
候
、
無
線
に
で
も
御
望
の
方
々
は
無
御
蓬
慮
御
通
り
御

聞
可
被
成
候
』
と
張
紙

L
て
、
誰
彼
の
差
別
な
〈
聴
講
を
歎
迎
し
た
。
聴
衆
は
最
初
は
少
数
で
あ
っ
た
が
、
後
に
は
常
に
堂
に
溢
る

L

の
盛
況
で
、
其
後
外
地
に
講
舎
が
設
け
ら
れ
多
〈
の
有
名
友
講
師
が
あ
ら
は
れ
た
。

手
島
堵
庵
の
「
枇
約
一
」
に
よ
れ
ば
、
梅
山
巌
の
著
書
「
都
都
問
答
」
「
矯
家
論
」
の
一

A

童
日
は
、
「
大
接
」
「
中
庸
」
「
論
理
叩
」
「
貴
子
」
の
四

書
と
「
近
忠
録
」
「
小
皐
」
と
合
せ
て
此
入
書
が
心
撃
者
の
必
請
す
べ
き
重
要
書
と
さ
れ
て
を
り
、
心
開
甲
が
儒
教
思
想
と
の
混
合
で
あ

り
通
俗
化
で
あ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
営
時
の
農
本
商
末
乃
至
は
町
人
抑
歴
論
を
打
破
し
て
町
人
の
替
利
行
動
を
正
義
化

近
世
中
期
の
経
済
思
想

第
四
十
九
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近
世
中
期
の
経
済
思
想

第
四
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九
巻

第
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四

四

し
合
理
化
し
商
人
道
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
梅
巌
の
「
都
都
問
答
」
に
は

『
官
民
利
を
得
る
は
商
人
の
道
な
り
。
元
銀
に
苗
置
を
道
と
い
↓
こ
と
を
聞
か
ず
。
(
中
略
)
商
人
の
買
利
は
士
の
誠
に
同
ビ
。
買
利
な
〈
ば
土
白
時
無
し
て

事
る
が
如
し
一
一

't
設
い
て
ゐ
る
。
か
ミ
る
思
想
は
常
時
の
封
建
思
想
の
一
部
と
相
容
れ
な
い
思
想
と
も
考
へ
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
も
と
も
と
商
人

の
行
動
に
剥
し
て
の
逝
徳
的
基
礎
づ
け

K-な
し
た
に
遁
vd
む
も
の
で
あ
打
、
政
治
的
活
動
に
は
無
関
心
で
あ
っ
た
か
ら
、

-
p
h
μ

〉
ふ
リ

一
!
u
n
t
十
支

慰
問
中
怒
と
相
容
れ
忍
い
と
し
て
も
、
務
革
的
田
山
想
の
淵
源
と
な
る
べ
き
も
の
で
は
・
な
か
っ
た
。
況
や
後
に
於
て
は
心
思
議
合
が
い
づ

れ
も
高
札
の
解
説
を
試
み
、
幕
府
も
亦
出
品
ミ
『
手
島
流
心
事
道
話
之
儀
、
随
分
ひ
ろ
ま
り
候
様
町
内
よ
り
世
話
可
致
候
事
」
と
令
す

る
に
至
り
、
御
用
事
的
方
聞
に
展
化
し
、
寧
ろ
町
人
数
化
機
関
と
し
て
一
大
勢
力
を
持
つ
に
至
っ
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
而
し
て

心
撃
は
京
坂
及
江
戸
を
中
心
と
し
て
全
聞
各
地
に
講
合
を
開
き
諒
一
読
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
庶
民
階
級
の
思
想
の
上
に
及

ぼ
し
た
影
響
は
大
な
る
も
の
が
あ
っ
た
。

七

結

一= 
1=0 

既
に
遁
ぺ
た
如
く
封
建
政
治
が
確
立
し
太
平
の
打
績
く
と
共
に
営
時
の
政
治
枇
合
同
組
織
と
経
済
組
織
と
の
閥
係
か
ら
、
武
士
農
民

財
政
の
窮
之
等
の
現
象
を
生
じ
、

者
の
多
〈
は
諸
侯
武
士
の
困
窮
、
農
民
の
疲
弊
、
町
人
の
発
展
に
つ
い
て
注
意
を
排
ふ
に
至
っ
た
。

の
困
難
、

と
の
時
弊
は
時
代
の
経
過
と
共
に
更
に
一
一
暦
の
進
展
を
見
る
こ
と
と
な
旬
、

経
済
皐

こ
の
現
象
は
封
建
政
治
の
行
詰

り
の
一
一
回
を
示
す
も
の
で
る
る
が
、
之
を
如
何
に
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
復
古
的
保
守
的
の
立
場
を
と
る
も
の
と
、
積
極
的
町
人
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化
を
説
く
も
の
と
が
あ
っ
た
。
例
へ
ば
自
給
経
済
論
の
如
き
は
前
者
の
例
で
あ
り
、
町
人
化
論
の
如
き
は
後
者
の
例
で
あ
る
。

本
期
の
経
済
思
想
が
そ
の
政
治
経
済
欣
態
と
密
接
な
る
闘
係
を
有
す
る
こ
と
は
い
ふ
迄
も
た
い
所
で
る
っ
て
、
貨
幣
に
闘
す
る
諸

論
の
著
し
〈
現
は
れ
た
る
如
き
は
、
印
ち
貨
幣
経
済
の
進
展
を
一
示
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
農
本
商
末
論
の
如
き
は
前
期
の
所
論
よ
り

も
一
歩
を
進
め
た
も
の
で
あ
り
、
更
に
町
人
抑
陣
論
の
腕
芽
を
見
る
と
と
は
次
期
に
沿
け
る
思
想
の
殻
展
傾
向
を
示
す
一
例
と
も
考

へ
ら
れ
る
。
同
様
に
心
事
や
蘭
準
の
思
想
も
次
期
に
至
っ
て
更
に
設
展
し
た
。
勿
論
本
期
に
於
て
も
前
期
に
於
け
る
と
同
様
の
恩
怨

が
存
ず
る
と
と
は
い
ふ
迄
も
た
い
。
例
へ
ば
向
農
唱
一
刷
・
倹
約
論
の
如
き
そ
れ
で
あ
る
。

之
を
要
す
る
に
本
期
に
ゐ
け
る
経
済
思
畑
山
に
は
、
前
期
と
同
様
の
思
想
、
前
期
よ
り
も
一
居
設
展
せ
る
思
忽
、
更
に
後
期
へ
の
蔚

事
的
思
想
た
る
べ
在
、
も
の
等
が
存
す
る
。
然
勺

J

本
矧
に
お
け
る
絶
倒
思
惣
と
し
て
の
特
徴
的
な
る
ド
い
な
る
思
想
は
、
前
故
現
代
示
壮
一

る
諸
黙
に
外
な
ら
ね
も
の
占
思
ふ
。
山
問
、
組
徐
の
「
政
談
」
春
萎
の
「
粧
品
開
銀
」
の
如
き
最
も
纏
ま
れ
る
粧
済
書
が
本
期
に
於
で
大

成
さ
れ
た
と
と
は
、
江
戸
時
代
興
隆
期
た
る
本
期
と
し
て
は
首
然
の
と
と
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。

近
世
中
期
の
経
済
思
想

第
四
十
九
巻

八
一
五

第
プ守
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